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令
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令
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ω
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岳
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E
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吉
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町
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3
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三
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吉
∞

E
m印巳∞

問
題
関
心

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル

D
C
（E
切
円

5
児
2

0・n・3
）

現
在
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
は
次
第
に
欧
州
の
「
首
都
」
ら
し
さ
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二

O
O四
年
五
月
に
予
定
さ
れ
る
第

五
次
拡
大
に
よ
っ
て
人
口
四
億
五
千
万
余
、

（R
o
H
S）
指
令

G
D
P約
八
兆
三
千
億
ド
ル
に
ま
で
膨
れ
上
が
る

E
U
の
政
治
的
決
定
が
行
わ
れ
る
ブ
リ
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ユ
ツ
セ
ル
に
対
し
て
は
、
巨
大
な
サ
イ
ズ
の
政
体
（

3
E
1

（

2
）
 

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

の
中
心
と
し
て
、

ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
と
の
類
似
性
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

と
り
わ
け
、

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
が
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
に
急
速
に
一
屑
を
並
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
規
模
で
あ
る
。

欧
州
委
員
会
の
一
九
九
二
年
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

在
し
、

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
は
三

0
0
0
の
利
益
団
体
（
内
五

O
O
の
国
際
団
体
）
が
存

（

3
）
 

一
O
、
0
0
0人
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
が
活
動
し
て
い
る
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
報
告
書
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
、
即

ち
単
一
欧
州
市
場
の
成
立
（
一
九
九
三
）

マ
i
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
発
効
（
一
九
九
三
）
、
第
四
次
拡
大
（
一
九
九
五
）
、
単
一
通
貨

ユ
ー
ロ
の
導
入

（
一
九
九
九
）

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
発
効
（
一
九
九
九
）

一一
l
ス
条
約
の
発
効
（
二

O
O二
平
・
：
と
続
く
E

U
の
権
限
強
化
に
伴
い

ロ
ビ
イ
ス
ト
の
数
も
格
段
に
増
え
て
い
る
。

一
説
に
よ
れ
ば
、
一
一

O
Oコ
一
年
現
在
、
二

O
、
0
0
0人
以
上

の
ロ
ビ
イ
ス
ト
が
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
活
動
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
数
字
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
の
比
率
に
は
及
ば
な

（

4
）
 

い
も
の
の
、
欧
州
の
首
都
に
お
い
て
は
群
を
抜
い
た
数
字
で
あ
る
。

（

5
）
 

た
と
い
う
。

二
O
O
二
年
に
は
ロ
ビ
イ
ス
ト
の
た
め
の
最
初
の
学
校
も
で
き

と
こ
ろ
で
、
本
論
を
進
め
る
前
に
「
ロ
ビ
イ
ス
ト
」
お
よ
び
「
ロ
ビ
イ
ン
グ
」
の
現
況
を
概
観
し
、
さ
し
あ
た
り
の
定
義
を
し
て
お

EUにおけるロビイング

く
の
が
有
用
で
あ
ろ
う
。

狭
義
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
は
、
顧
客
の
代
理
人
と
し
て
活
動
す
る
法
律
事
務
所
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
職
業
的
代
理
人
の
活
動
は
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
は
最
近
の
現
象
で
は
あ
る
が
、

一
九
八
0
年
代
半
ば
か
ら
着
実
に
そ
の
数
は
増
え

（

6
）
 

か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
も
本
格
的
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
未
だ
に
そ
れ
ほ
ど
淘
汰
を
経
て

い
な
い
こ
と
も
あ
り
、

ロ
ビ
イ
ン
グ
の
質
と
い
う
点
で
は
疑
問
符
も
付
さ
れ
て
い
る
。
［
図
1
参
照
］
ま
た
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
中
に

（

7
）
 

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
は
こ
れ
も
発
展
途
上
の
観
が
あ
る
。

も
部
分
的
に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
近
い
活
動
を
行
う
も
の
も
あ
る
が
、
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E
U
レ
ベ
ル
で
の
利
益
代
表
の
経
験
が
よ
り
長
い
の
は
、
欧
州
レ
ベ
ル
の
圧
力
団
体
や
各
種
の
利
益
団
体
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
ろ
う
。

欧
州
共
同
体
産
業
連
盟
（
U
N
I
C
E
）
、
欧
州
労
働
組
合
総
連
合
（
E
T
U
C
）、

E
E
C農
業
団
体
委
員
会
（
C
O
P
A
）
は

E

（

8
）

（

9
）
 

E
C創
設
時
期
か
ら
の
三
大
圧
力
団
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
欧
州
消
費
者
団
体
連
合
（
B
E
U
C）
や
環
境
七
団
体
の
よ
う
な
後

発
の
項
上
団
体
も
近
年
ま
す
ま
す
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
域
外
諸
国
の
団
体
に
つ
い
て
も
E
Uと
の
通
商

の
関
係
か
ら
米
国
商
工
会
議
所
（
〉
E
q
w
B
O
g
E
σ
2
0同（
U
0
5
5
2
2一
A
M
C
H
A
M）

（

日

目

）

い
る
も
の
も
存
在
す
る
。

の
よ
う
に
確
固
た
る
地
位
を
築
い
て

ま
た
、
こ
う
し
た
項
上
団
体
に
加
盟
す
る
各
国
の
業
界
団
体
や
各
企
業
も
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
事
務
所
を
構
え
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
V
W
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
い
っ
た
大
企
業
の
場
合
に
は
、

（
一
）
自
ら
の
ベ
ル
ギ
ー
支
社
、

（
二
）
各
国
レ

ベ
ル
の
業
界
団
体
や
商
工
会
議
所
の
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
事
務
所
、

（
三
）
欧
州
レ
ベ
ル
の

（
各
種
）
項
上
団
体
、

と
い
っ
た
複
数
の
チ
ヤ

ン
ネ
ル
を
同
時
に
持
ち
、

か
つ
使
い
分
け
る
戦
略
（
E
E
z

－－E
〈。－2
．．
 
由

H
E
Z
m匂
）
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
公
的
な
代
表
が
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
類
し
た
活
動
を
行
う
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
つ
い
て
E
U加
盟
国
に
即
し
て
見

る
と
、
各
国
の
常
駐
代
表
よ
り
も
地
方
自
治
体
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
事
務
所
の
方
が
活
発
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
共
通
農
業
政
策
（
C

EUにおけるロビイング

A
P
）
や
構
造
基
金
と
い
っ
た
E
U予
算
の
「
箇
所
付
け
」
を
巡
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
で
あ
る
。
域
外
諸
国
に
つ
い
て
は
、
外
交
団
の

活
動
が
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
相
当
す
る
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
あ
る
争
点
領
域
に
関
し
て
一
時
的
に
結
成
さ
れ
る
団
体
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
団
体
の
中
に
は
必
要
が
な
く
な

れ
ば
縮
小
も
し
く
は
休
眠
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
各
国
か
ら
の
出
張
者
の
中
に
は
、

ほ
と
ん
ど
毎
週
の
よ
う
に
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
を

訪
れ
る
者
も
数
多
く
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
主
体
に
は
、
組
織
・
非
組
織
も
し
く
は
公
私
の
区
別
を
問
わ
ず
、
非
常
に
幅
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き

（阪大法学） 53 (1 51) 51〔2003.5〕



ー見論

切
om凶叶
内
凶
）

E Uの圧力団体（1997)
（総数1885)

出典.Landmarks E旧opeanPublic Affairs Directory 1997 

（日）る
。
［
図
2
参
照
］

ま
た

一
般
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
と
呼
び
う
る
行
為
に
つ
い
て

叩ぶ
各国組織（6%)'

地域・地方（自治
体）関係 (6%) 

会議体（2%)

国際機関（5%)

労働組合（1%)

シンクタンク(1%) ------
その他（1%)/ 

も
、
「
公
的
機
関
と
の
非
公
式
な
情
報
交
換
か
ら
、
非
公
式

（ロ）

に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の
ま
で
」
か
な
り
の
幅
が
存

在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
ロ
ビ
イ
ン
グ
は
「
組
織
・
非

［図 2J 

組
織
も
し
く
は
公
私
の
区
別
を
問
わ
ず
、
個
人
も
し
く
は
集

団
に
よ
っ
て
政
策
決
定
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
行

為
」
と
近
似
的
に
定
義
し
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
次
節
で
研

究
史
を
振
り
返
ろ
、
っ
。

ロ
ビ
イ
ン
グ
研
究
の
展
開

ロ
ビ
イ
ン
グ
研
究
は
、
政
治
過
程
研
究
と
し
て
そ
も
そ
も

米
国
で
進
展
し
て
き
た
分
野
で
あ
る
。

ベ
ン
ト
レ

l

（
〉
円
昨
日
戸
口
吋
明
・

回
巾
ロ
門
町
可
）
や
ビ
ア
l
ド
（
わ
｝
H
m
H］

2

の
集
団
理
論
を
先
駆
と
し
て
第
二
次
大
戦
後
に
利
益
団
体
理
論
と
し
て
発
展
を
遂
げ
、

論
や
ソ
l
ル
ズ
ベ
リ
l
（
問
。

σ
q仲間・

ω丘町田
σロミー）

ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
中
で
確
た
る
地

（
冨
告
の
号

O

－gロ
）
の
合
理
的
選
択
理

（日）

の
交
換
理
論
な
ど
に
よ
る
理
論
の
充
実
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
改
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
オ
ル
ソ
ン

（阪大法学） 53 (1 52）回〔2003.5〕
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ま
た
米
国
の
多
元
主
義
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
「
利
益
集
団
自
由
主
義
」
（
」
ロ
Z
5
2
m
g
c匂
ロ

σ
q丘
町
5
3）
に
過
ぎ
な
い
と

（

U
）
 

の
批
判
も
古
典
的
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
圧
力
団
体
に
よ
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
を
地
域
代
表

ぃ、つロ
l
ウ
ィ

（
叶
｝
話
。
。
。
店
（
『

F
。者一）

に
基
づ
く
議
会
民
主
主
義
を
補
完
す
る
も
の
と
む
し
ろ
肯
定
的
に
評
価
す
る
多
元
主
義
論
の
主
流
に
対
し
て
、
ロ
l
ウ
ィ
は

デ
ィ
l
ル
期
以
降
の
米
国
政
治
に
お
け
る
行
政
機
関
へ
の
権
限
委
任
と
、

そ
の
中
で
特
権
的
利
益
を
享
受
す
る
利
益
集
団
に
よ
る
「
恒

久
的
管
財
体
制
」
の
病
理
を
鋭
く
批
判
し
た
。

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
政
治
の
文
脈
に
目
を
転
じ
る
と
、
欧
州
レ
ベ
ル
で
は
、

ヨ
l
ロ
y
パ
統
合

一
九
五
0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
け
て
、

｛日
）

を
推
進
す
る
民
際
団
体
の
活
動
、
次
い
で
E
E
C
に
対
す
る
同
際
圧
力
団
体
の
活
動
が
注
目
を
集
め
た
。
こ
う
し
た
超
国
家
レ
ベ
ル
の

民
際
団
体
の
活
動
に
対
す
る
注
目
は

一
方
で
は
E
C委
員
会
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
l
の
傾
向
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
を
生
み
、
他
方

（
反
）
欧
州
政
策
に
よ
っ
て
国
家
か
ら
超
国
家
的
機
関
へ
の
単
線
的
な
発
展
に
疑
問
符
が
付
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
再
び
国
家
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
下
火
と
な
っ
た
。

で
ド
ゴ

l
ル
仏
大
統
領
の

一
九
七
0
年
代
半
ぽ
に
な
る
と
、
欧
州
で
の
政
治
過
程
に
対
す
る
分
析
は
ネ
オ
・
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
研
究
を
中
心
と
し
て
展
開
し

（げ）た
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
に
顕
在
化
し
た
「
統
治
の
危
機
」
の
中
、
新
た
な
政
治
・
経
済
体
制
を
模
索
す
る
西
欧
各
国
の
政
治
経
済
体

EUにおけるロビイング

制
の
比
較
を
分
析
対
象
と
し
た
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
は
、

ア
メ
リ
カ
的
多
元
主
義
モ
デ
ル
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
意
味
も

あ
っ
た
。
垂
直
的
に
組
織
化
さ
れ
た
ネ
オ
・
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
が
比
較
的
よ
く
妥
当
す
る
西
欧
政
治
に
は
、
米
国
流
の
ロ
ビ
イ
ン
グ

（時）

は
異
質
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
研
究
の
進
展
に
つ
れ
、

メ
ゾ
・
レ
ベ
ル
の
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ

（凶）

う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
は

一
国
主
義
的
な
モ
デ
ル
で
あ
り
、
現
実
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
進
展
し
、
特
に
単

一
欧
州

（初）

議
定
書
以
降
「
E
U
ロ
ッ
パ
」
が
加
速
化
す
る
中
で
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
有
効
性
を
失
っ
て
い

っ
た
。
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説

シ
ュ
ト
レ

l
ク
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
l
は
一
九
九
一
年
の
論
文
で
、

（
幻
）

述
べ
た
。
他
方
で
、

一
九
九

O
年

E
U政
治
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
多
元
主
義
に
進
展
し
た
、

（
幻
）

ユ
l
ロ
・
コ

l
。
ホ
ラ
テ
イ
ズ
ム
（
開
号
。
，

g弓
。

E
Z回
目
）
の
生
成
を
指
摘
す
る
見
方
も
一
不
さ
れ
、

（
お
）

と
い
う
論
争
が
起
こ
っ
た
。

三ι
ロ冊

代
に
は

E
U政
治
が
多
元
主
義
か
ユ

l
ロ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
か
、
メ
ゾ
・
レ
ベ
ル
の
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
研
究
の
流
れ
も
受
け
継
ぎ
つ
つ
、

（
川
叫
）

政
策
領
域
毎
の
意
思
決
定
の
態
様
の
違
い
に
注
目
す
る
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
も
盛
ん
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ガ
パ
ナ
ン
ス
研
究
も
盛
ん

（
お
）

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
子
法
も
多
用
し
つ
つ
、
個
々
の
政
策
領
域
の
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ

l
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
論
争
と
は
位
相
を
別
に
し
て
、

に
行
わ
れ
、

こ
う
し
た
ガ
パ
ナ
ン
ス
研
究
と
並
行
し
て
、
よ
り
実
践
志
向
で
行
う
ロ
ビ
イ
ン
グ
研
究
も
多
く
の
実
務
家
や
研
究
者
の
関
心
を
集
め

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

ま
ず
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
爆
発
的
展
開
に
よ
っ
て

（
お
）

ハ
ウ
ツ
ー
も
の
を
兼
ね
た
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

l
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、

よ
り
一
般
的
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
が

E
U
ガ
パ
ナ
ン
ス
に
果
た
す
役
割
を
積
極
的
に
捉
、
え
よ
う
と
す
る
研
究
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
そ
の
塙
矢
と
も
い
え
る
の
が
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
（
』
己
印
式
ロ
の
日
巾
口
当
。
。
己
）

（
幻
）

冨
自
宅
＼
』
巾
吋
巾
E
V、
E
E
E由
。
ロ
）
に
よ
る
一
連
の
研
究
で
あ
る
。

お
よ
び
メ
イ
ジ
！
と
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
（

ωC口町
内
田

E
U加
盟
国
の
中
で
は
、
英
国
に
お
い
て

E
U
レ
ベ
ル
で
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
実
態
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、
ま
た
国
内
の
政
治
過
程

（
お
）

と
も
早
く
か
ら
連
動
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
の
意
思
決
定
が
各
国
政
治
に
及
ぽ
す
影
響
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
他

（
刊
日
）

の
加
盟
国
で
も
E
U
の
ロ
ピ
イ
ン
グ
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た

ロ
ビ
イ
ン
グ
研
究
で
は
直
接
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
も
の
の
、
古
典
的
な
論
点
で
あ
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
持
つ
民
主
主
義
と

（
初
）

E
Uガ
パ
ナ
ン
ス
の
民
主
化
の
文
脈
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

の
緊
張
関
係
は
、

以
上
の
よ
う
な

E
U
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
関
す
る
研
究
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
研
究
と
圧
力
政
治
研
究
と
い
う
こ
つ
の
学
問
領
域
の
接 と
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（況）

点
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
両
方
の
分
野
に
と
っ
て
新
た
な
視
野
を
聞
く
可
能
性
を
与
え
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
成
果
を
コ
ン
ス
ト
ラ

ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

（
社
会
構
築
主
義
）
や
（
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
）
（沼）

ロ
l
チ
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
米
国
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
研
究
と
突
き
合
わ
せ
る
の
も
興
味
深
い
課

ガ
パ
ナ
ン
ス
論
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
理
論
的
ア
プ

題
と
思
わ
れ
る
。

本
論
文
の
ね
ら
い

本
稿
は
、
統
合
の
進
展
に
よ
る
E
U
ガ
パ
ナ
ン
ス
の
変
容
と
現
況
を
、

ロ
ビ
イ
ン
グ
の
実
態
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
近
年
E
U
に
お
い
て
も
っ
と
も
多
く
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
を
も
た
ら
し
た
廃
自
動
車
（
E
L

V
）
指
令
お
よ
び
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

（W
E
E
E
／
R
o
H
S）
指
令
の
二
つ
を
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
！
と
し
て
取
り
上
げ
、

ロ
ド
ヲ
寸

ン
グ
と
そ
れ
が
E
U
で
の
立
法
過
程
に
与
え
た
影
響
を
詳
細
に
跡
付
け
て
い
く
。

こ
の
二
つ
の
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

EUにおけるロビイング

第
一
に
、
両
者
は
E
U
レ
ベ
ル
で
の
権
限
が
強
い
市
場
統
合
と
環
境
政
策
と
い
う
二
つ
の
分
野
の
接
点
に
位
置
す
る
事
例
で
あ
り
、

（お）

E
U
の
政
策
領
域
の
中
で
も
中
心
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
立
法
過
程
に
関
与
し
た
ア
ク
タ
ー
も
、

一
方
に
自
動
車
産
業
お

よ
ぴ
家
電
産
業
と
い
う
基
幹
産
業
の
企
業
お
よ
び
業
界
団
体
、
他
方
に
環
境
N
G
Oや
消
費
者
団
体
等
が
存
在
し
た
。
ま
た
、
環
境
政

策
が
早
く
か
ら
協
力
子
続
や
共
同
決
定
手
続
の
政
策
分
野
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
欧
州
議
会
の
関
与
も
か
な
り
の
程
度
実
効
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。

E
U
の
環
境
政
策
を
見
る
際
に
も
興
味
深
い
事
例
を
提
供
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

E

（弘）

U
の
環
境
政
策
は
、
京
都
議
定
書
の
締
結
の
際
に
如
実
に
現
れ
た
よ
う
に
、

第
一
一
に
、
こ
の
二
つ
の
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
が
、

一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
関
心
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
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説

し
、
個
々
の
施
策
や
指
令
等
に
つ
い
て
は
、

そ
の
立
法
過
程
・
国
内
法
化
・
執
行
の
現
状
ま
で
含
め
て
分
析
し
た
も
の
は
意
外
な
ほ
ど

少
な
い
。
そ
の
た
め
、

E
U
の
政
策
の
特
質
や
政
治
的
意
味
合
い
に
つ
い
て
十
分
に
埋
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
は
、

コb、口問

U
の
環
境
政
策
を
綜
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
有
用
な
素
材
の
提
供
を
目
指
す
も
の
で
も
あ
る
。

第
三
に
、
両
者
が
、
域
外
諸
国
特
に
日
米
の
産
業
界
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

域
外
諸
国
の
政
策
や
競
争
力
と
の
関
係
が

E
U
の
施
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
ま
た
逆
に
そ
う
し
た
E
U
の
動
き
が
域
外

諸
国
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
と
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
と
い
う
一
種
の
近
親
比
較
に
よ
っ

て
、
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

以
下
、
本
稿
は
二
節
で
廃
自
動
車
（

E
L
V）
指
令
を
、

三
節
で
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
（
W
E
E
E
／
R
o
H
S）
を
扱
う
。

各
々
の
節
に
は
小
括
を
付
し
、
最
後
に
四
節
に
お
い
て
両
者
の
比
較
も
踏
ま
え
た
上
で
、
上
記
三
点
の
関
心
に
沿
っ
て
結
論
的
な
考
察

を
行
、
7
0

廃
自
動
車
（

E
L
V）
指
令

E
Uと
自
動
車
業
界

自
動
車
業
界
が
E
U
（
か
つ
て
は
E
C）
と
関
連
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
域
外
諸
国
と
の
貿
易
摩
擦
を
き
っ
か
け
と
し
て
い

た。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
自
動
車
産
業
発
祥
の
地
で
あ
り
、
仏
独
英
伊
と
い
っ
た
主
要
国
に
は
第
一
次
大
戦
前
か
ら
有
力
メ
ー
カ
ー
が
存
在
し

た。

一
九
二

0
年
代
以
降
の
米
国
で
の
大
量
生
産
方
式
（
フ
ォ

l
デ
イ
ズ
ム
）

の
発
展
と
第
三
次
大
戦
に
よ
る
疲
弊
に
よ
っ
て
世
界
ト

ッ
プ
の
座
を
米
国
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
明
け
渡
し
た
も
の
の

一
九
五

0
年
代
以
降
、
経
済
が
回
復
す
る
の
に
伴
い
欧
州
（
特
に
丙
ド E 
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イ
ツ
）

の
自
動
車
産
業
も
急
速
に
発
展
し
、
再
ぴ
米
国
の
大
手
メ
ー
カ
ー
と
世
界
市
場
に
覇
を
競
う
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
七

0
年
代
に
な
る
と
、
低
価
格
・
高
品
質
の
小
型
車
を
売
り
物
と
す
る
日
本
車
の
輸
入
急
増
に
対
し
て
、
欧
州
各
国
は
輸
入
数

量
割
当
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
車
メ
ー
カ
ー
は
現
地
生
産
に
切
り
替
え
る
動
き
を
見
せ
た
。

一
九
八
六
年
に
締
結
さ
れ
た
単
一
欧
州
議
定
書
（
S
E
A
）
に
よ
り
共
同
市
場
完
成
へ
の
動
き
が
加
速
化
す
る
と
、
各
国
別
の
日
本

車
の
輸
入
数
量
割
当
を
E
C全
体
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
こ
れ
は
一
九
九
一
年
の
日
・

E
C輸
入
数
量
割
当
と

（羽）

し
て
実
現
す
る
。
ま
た
、

S
E
A
に
よ
る
研
究
・
開
発
（
R
＆
D
）
へ
の
公
的
補
助
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

E
U
C
A
R

（開

5
0匂巾山口（
U
0
5丘二
C
吋
〉
ロ
円
。
目
。
巴
〈
巾
同
2
8
R
F
S仏ロ巾〈巾］。円）
E
B丹
）
ー
も
あ
り
、
こ
う
し
た

E
C
レ
ベ
ル
の
政
策
が
後
述

す
る
よ
う
に
欧
州
レ
ベ
ル
の
業
界
団
体
の
結
成
を
促
し
た
。

ま
た
、
域
内
市
場
の
完
成
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
と
は
別
に

E
C独
禁
法
と
の
関
係
で
特
に
販
売
代
理
店
制
が
問
題
と
な
っ
た

が
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
必
要
性
等
の
理
由
で
適
用
除
外
と
さ
れ
た
。
（
ユ

l
ロ
導
入
後
は
、
新
車
販
売
価
格
の
域
内
格
差
の
問
題
が
蒸

し
返
さ
れ
て
も
い
る
。

EUにおけるロビイング

さ
ら
に
一
九
九
0
年
代
に
入
る
と
、

E
U
レ
ベ
ル
で
の
環
境
政
策
や
消
費
者
政
策
の
策
定
が
進
展
し
、
自
動
車
産
業
に
も
大
き
な
影

（幻）

響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
政
策
領
域
に
つ
い
て
は
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
共
同
決
定
権
を
与
え
ら
れ
た

欧
州
議
会
の
関
与
も
大
き
く
な
っ
た
。
具
体
的
な
施
策
や
指
令
と
し
て
オ
ー
ト
オ
イ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
排
出
ガ
ス
規
制
な
ど
が
あ

（認）

ヲ
h
v

。こ
う
し
た

E
U
レ
ベ
ル
で
の
施
策
に
関
与
す
る
自
動
車
業
界
の
ア
ク
タ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
一
年
三
月
に
は
、

日・

E
C輸
入
数
量
割
当
を
き
っ
か
け
に
欧
州
自
動
車
工
業
会
（
〉

g
R
－E
Zロ
己

g
n
o口洋
2
2
2門田

開
己
円
。
℃
常
自
己
辰
巳
。
E
C
E
－2一
A
C
E
A）
が
欧
米
の
メ
ー
カ
ー
一
四
社
で
組
織
さ
れ
た
。
（
現
在
は
一
三
社
。
）

A
C
E
A
は
共
同
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［図 3J 

市
場
自
動
車
製
造
者
協
議
会
（
昨
日
百

。］市
（

V
O
B
B
S
 7
九
［
山
門
｝
内
巾
一
円

（い。
B
B庄
内
。

〉己件。
B
o
z－巾（
U
Cロ
印
門
司

Z
2
0
吋由一

C
C
M
C）
を
そ
の
前
身
と
す
る
が
、

C
C
M
C
 

と
異
な
り
米
国
お
よ
び
当
時
E
U
に
未
加
盟
で
あ
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
白
動
車
メ

ー
カ
l
を
含
み
、
ま
た
C
C
M
C
が
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
反
省
か
ら
意
思
決
定
を

（却）

四
分
の
三
以
上
の
多
数
決
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
最
も
多
い
五
社
を
擁
す
る
ド

（判）

イ
ツ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
主
導
す
る
体
制
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
自
動
車
工
業
会
（
J
A
M
A
）
も
一
九
九
O
年
に
ブ
リ
ユ

ツ
セ
ル
事
務
所
を
開
設
し
、
さ
ら
に
一
九
九
四
年
に
は
東
京
の
本
部
内
に
環
境
部
を

設
置
し
て
、
欧
州
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
制
定
へ
の
動
き
に
も
備
え
た
。
ま
た
、
次

第
に
韓
国
車
に
対
す
る
輸
入
制
限
も
強
ま
る
中
、

一
九
八
八
年
に
創
設
さ
れ
た
韓
国

自
動
車
工
業
会
（
問
。

Rmw
〉
己
。
目
。
立
］
ぬ
冨
山
口
丘

R
E
5
2
〉
g
o
n
E
F）口一

K

A
M
A）
も
A
C
E
Aや
J
A
M
A
の
動
き
を
呪
み
な
が
ら
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
制
定

（

H
H）
 

の
動
き
に
備
え
て
い
た
。

廃
自
動
車
（
E
L
V）
指
令
立
法
の
背
景

自
動
車
は
現
在
で
も
リ
サ
イ
ク
ル
率
七
五
1
八
O
%を
達
成
し
て
お
り
、

リ
サ
イ

ク
ル
の
「
優
等
生
」
と
も
い
わ
れ
る
。
実
際
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
過
程
は
［
図
3］

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
解
体
業
者
に
よ
っ
て
、
中
古
市
場
性
の
あ
る
部
品
、
官
同
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使用済車両のリサイクル用途

・ボテ河（鉄）→自動車部品・一般鉄製品

・ドア（鉄）→自動車部品・一般鉄製品

｜ ・シート（発泡ウレタ＞繊維）→自動車の防音材

山土三k ：一白川 ・ウインドウ（ガラス）

担 、1 →グラスウールなど
い ・トランク（鉄）
三 一l車部品－一般鉄製品

・サスペン・ンヨン（鉄・アルミ）

→一般鉄製品・アJLミ製品

・リヤパンパー（樹脂）

→バンパー
内外装部品
工具箱など

・エンジン（鉄・アj氏）→一般鉄製品・アルミ製品

・冷却液（アルコール）→ボイラー焼却炉の助燃油

・ワイヤーハーネス（銅）→銅製品など

・バッテリー（鉛）→バッテリー
・ェ；ジンオイル（オイル）→ボイラー焼却炉の助燃油 J
・テ；J工~'Jー（銅・アルミ）→真ちゅう・アルミ製品 Jン

・ボンセと（鉄） ／乙づ
→自動車部品・一般鉄製品バ；・.・；・'・ ....λγ＇・ー勺

・トランスミッション（鉄・アルミ）
→一般鉄製品・アルミ製品
・ギヤオイル（オイル）→ボイラー焼却炉の助燃油
・触媒コンバーター（貴金属）→触媒コンバーター

・ホイール（鉄・アルミ）

→自動車部品ー一般鉄製品・刀レミ製品

価
な
希
少
金
属
を
使
用
し
て
い
る
排
気
触
媒
、
高口
m
質
な
金
属
素
材
の

エ
ン
ジ
ン
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
の
大
型
部
品
（
一
部
を
部
品
と
し
て
再
生

利
用
す
る
こ
と
も
あ
る

が
外
さ
れ
、

エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
等
の
液
体
や

エ
ア
コ
ン
の
冷
媒
ガ
ス
等
も
抜
き
取
ら
れ
、
酸
や
鉛
を
含
む
バ

ッ
テ
リ

ー
が
別
途
処
理
さ
れ
る
。
次
に
、
シ
ュ
レ

ッ
ダ
l
業
者
に
よ
り
、

ん
ど
う
と
な
っ
た
車
体
は
破
砕
処
理
さ
れ
、
鉄
屑
、

そ
の
他
の
非
鉄
金

属
屑
が
回
収
さ
れ
る
。
最
後
に
残
る
の
が
シ

ュ
レ
ッ
ダ
l
ダ
ス
ト
で
あ

i.l:Yl!:(fl：）日本自動車工業会ホームページ（http://wwwjama.orjp/)

り
、
廃
棄
処
理
業
者
が
最
終
処
理
場
に
埋
め
立
て
て
処
理
し
て
い
る
。

し
か
し
、
自
動
車
台
数
が
急
速
に
増
え
（
E
U
一
五
カ
囲
内
の
保
有

［図4]

台
数
で
見
る
と

一
九
六
O
年
が
約
三
千
万
台
、

一
九
七
O
年
が
約
八
千

万
台
、

一
九
八
O
年
が
約
一
億
四
千
万
台
、
現
在
で
は
約
二
億
台
）

一
九
八
0
年
代
か
ら
廃
自
動
車
の
回
収

・
リ
サ
イ
ク
ル
が
E
U域
内
で

問
題
と
さ
れ
始
め
た
。

一
九
九
0
年
代
に
は
E
U域
内
で
、
約
七
%
の

廃
自
動
車
が
放
棄
さ
れ
、
さ
ら
に
年
間
八
O
O万
｜
九
O
O
万
ト
ン
の

廃
棄
物
と
重
量
の
約
二
五
%
に
あ
た
る
シ
ュ

レ
ッ
ダ
l
ダ
ス
ト
を
排
出

（必）

す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
。
ホ
リ
塩
化
ヴ
ィ

ニ
ル

（P
V
C）
、
ボ
リ
塩

化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
P
C
B）、

重
金
属
（
鉛
、

水
銀
、

カ
ド
ミ
ウ
ム

六
価
ク
ロ
ム
）

エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル

不
凍
液
等
が
土
壌
汚
染
の
原
因

iJ>' 
ら
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と
な
っ
て
い
た
。

説

こ
う
し
た
中
、
ま
ず
（
緑
の
党
の
進
出
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）
環
境
問
題
に
敏
感
と
な
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
に
於
い
て
同
内
法
制
定
の

τ~，込

両岡

動
き
が
起
こ
っ
た
。
他
方
、

フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
で
は
リ
サ
イ
ク
ル
率
向
上
の
自
主
的
取
り
組
み
の
動
き
が
広
が
っ
た
。

結
果
と
し
て
、

E
U諸
国
は
以
下
の
一
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
九
四
年
時
点
で
、

第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、

E
L
V関
連
業
界
に
よ
る
自
主
規
制
と
こ
れ
を
法
的
に
補
完
す
る
仕
組
み
の
二
本
立
て
の
制
度
が
目
指
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
と
オ
ラ
ン
ダ
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
メ
ー
カ
ー
、
整
備
業
界
、
解
体
業
界
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
民

間
組
織
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
協
会
（
〉
己
。

HNR可。－
E
m
Z
E
o
ユωロ
仏
∞
F
A
R
N）
が
リ
サ
イ
ク
ル
に
当
た
り
、

こ
れ
と
は
別
に
公
的
に
設
立
さ
れ
た
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
財
団
が
新
車
お
よ
び
輸
入
中
古
車
の
車
両
登
録
時
に
解
体
処
理
費
用
を
ユ

l

ザ
ー
か
ら
徴
収
し
A
R
N
に
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
を
支
弁
す
る
と
い
う
制
度
と
な
っ
て
い
た
。
（
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
二
！
八
節
で
詳
述

す
る
。第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
業
界
側
が
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
向
上
に
努
め
る
等
の
何
ら
か
の
自
主
的
取
り
組
み
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
、

ン

ス

ス
ペ
イ
ン
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

（幻）

第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、
何
ら
の
対
策
も
と
ら
れ
て
い
な
い
国
で
あ
り
、
も
っ
と
も
多
数
派
で
あ
っ
た
。

欧
州
委
員
会
に
よ
る
指
令
案
の
作
成

こ
の
よ
う
に
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
E
U各
国
の
取
り
組
み
に
顕
著
な
違
い
が
あ
り
、
将
来
的
に
は
域
内
市
場
に
阻
睡
も
生

じ
か
ね
な
い
状
況
が
予
想
さ
れ
る
中
、
欧
州
委
員
会
は
一
九
九
四
年
に
至
り
共
通
の
ル
ー
ル
作
り
に
着
手
し
た
。
こ
れ
は
同
年
に
策
定

さ
れ
た
第
五
次
環
境
行
動
計
画
（
叶
ぽ
日

F
F
M
i
gロ
B
E
E－
〉
立
吉
ロ
司

g
唱
ω
5
5
0）
の
廃
棄
物
処
理

（
出
巾

n
t
c
D
日
・
叶
・
）
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ELY （廃自動車）指令制定過程（共同決定手続）

欧州議会（期間3力月以内） （第2読会）

1999.2.11. 

1999.7.29. 

決定せず｜共通の立場を承認 1%fi議員伝i絶対多数増共通め刈総議員の絶対多数で共通の

2000.2.3. 

理事会

共通の立場に従って法案を採択

2000.3.16 

理事会（期間3力月以内）

．欧州議会の修正提案を特定多数で承認

品
－欧州委が同修正提案に否定的意見の場合は全会一致が必要

立場を否定する意思を表明

巨三コ

2000.5.23. 

I・5共同草案じより法案成立す 2〔 ~0.9.18

－どちらか一方でも採択できない場合は廃案

*' :lヵ月と6週間は、欧州議会と理事会の合意により、 1ヵ月のものは1ヵ月以内、 G週間のものは2週間
以内それぞれ延長可能。

［図5]
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i見

に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。

欧
州
委
員
会
の
主
管
は
第
E
総
局
（
環
境
・
消
費
者
保
護
・
原
子
力
安
全
担
当
、

現
在
は
環
境
総
局
）

で
あ
り
、
副
次
的
に
第
凹
総

論

局
（
域
内
市
場
・
産
業
担
当
、
現
在
は
企
業
総
局
）
が
加
わ
る
形
と
さ
れ
た
。
ま
ず
、
欧
州
委
員
会
は
外
部
に
予
備
的
な
調
査
を
委
託

（
日
制
）

そ
の
報
告
書
が
三
本
提
出
さ
れ
て
い
る
。

し
て
お
り
、

こ
の
間
、

一
九
九
五
年
一
月
に
サ
ン
テ
l
ル

（
E
2
5∞
∞

S
Z門
）
を
長
と
す
る
新
し
い
欧
州
委
員
会
が
成
立
し
た
こ
と
に
伴
い
、

翌
九
六
年
に
か
け
て
欧
州
委
員
会
の
各
総
局
で
も
組
織
改
編
が
行
わ
れ
た
。
第
E
総
局
で
は
、
環
境
担
当
欧
州
委
員
に
は
デ
ン
マ
ー
ク

人
の
ビ
ャ

l
ゴ
l

が
留
任
し
た
が
、
総
局
長
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
エ
ン
ト
ホ

l
ヴ
ェ
ン

（
閉
山
円
円
円
∞
』
O
H
J
H

・2州
凶
山
コ
凶
）

（

Y
向山口・一己凹

開ロ昨日戸。〈巾ロ）、

E
L
V指
令
案
の
起
草
を
直
接
担
当
す
る
原
課
で
あ
る

E
局
3
課
の
廃
棄
物
管
理
（
冨
告
白
哲

E
S円
丘
者

2
5

課
長
に
ド
イ
ツ
人
の
ク
レ

l
マ
l
p
z
a
d
i
m
－ハ

B
B
q）
が
就
任
し
た
。
欧
州
委
員
会
の
キ
l
パ
l
ソ
ン
と
も
い
え
る
三
人
が
環
境

問
題
に
関
す
る
「
先
進
国
」
出
身
者
で
占
め
ら
れ
た
こ
と
が
、

（

必

）

評
価
も
あ
る
。

そ
の
後
の
展
開
に
「
決
定
的
な
影
響
」
を
与
え
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う

そ
れ
以
後
、
前
記
の
委
託
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
つ
つ
第
E
総
局
内
部
で
草
案
が
練
ら
れ
、

（

U
）
 

は
E
L
V指
令
案
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
採
択
し
た
。

一
九
九
七
年
七
月
九
日
、
欧
州
委
員
会

同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
概
要
（
∞
己

E
B
R三
、
提
案
趣
旨
（
何

M
U
E
E
Zミ

冨

8
5
5
E己
自
）
、
内
容
解
説
（

h
g－

Z
ロ
門
的
。
同
門
町
巾
匂
円
。
吉
田
山
］
）
、
指
令
案
本
体
（

pc吉
田
釦
］
問
。
吋
山
口
広
三
日

42
え
任
命
門
。

E
n－
－
）
、
経
済
的
影
響
評
価
己

B
E
2

〉
訟
の

g
E
O
E
m，
2
5）、

の
各
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

提
案
趣
旨
に
お
い
て
は
、

E
L
V指
令
案
を
提
案
す
る
に
至
っ
た
背
景
・
理
由
・
期
待
さ
れ
る
効
果
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に

経
済
効
果
と
し
て
、
解
体
作
業
が
労
働
集
約
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
雇
用
創
出
効
果
が
大
き
い
点
を
強
調
し
、

即
時
に
一
万
一
万
五
千

（阪大法学） 53 (1 62) 62〔2003.5〕



の
新
規
一
雇
用
を
生
み
出
し
、
長
期
的
に
は
一

O
万
の
一
雇
用
を
生
み
出
す
と
さ
れ
て
い
た
。

当
初
の
指
令
案
本
体
は
、

全
一
四
条
と
付
則
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
（
最
終
的
に
は
当
初
の
九
条
「
情
報
」
と
一

O
条
「
報
告
」

が
ま
と
め
ら
れ
、
結
果
全
二
二
条
に
な
っ
た
。
）

そ
の
後
、
争
点
と
な
っ
た
の
は
主
と
し
て
以
下
の
五
点
で
あ
る
。

①
予
防
（
四
条
二
項
）
に
規
定
さ
れ
る
禁
止
部
品

②
回
収
義
務
（
五
条
四
項
）

③
費
用
負
担
（
同
条
項
）

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
（
七
条
）

⑤
各
条
項
の
発
効
時
期
（
こ
れ
は
本
来
他
の
四
点
と
同
列
の
争
点
と
は
言
え
な
い
が
、
便
宜
的
に
五
番
目
と
す
る
。
）

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
欧
州
委
員
会
の
当
初
案
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

①
予
防
に
規
定
さ
れ
る
禁
止
部
品
二

O
O三
年
一
月
一
日
以
降
に
市
場
に
投
入
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て
、
鉛
、
水
銀
、

カ
ド
ミ
ウ

ム
、
六
価
ク
ロ
ム
が
シ
ュ
レ
ッ
ダ
l
、
埠
め
立
て
、
焼
却
、
混
焼
に
よ
り
廃
棄
物
と
し
て
処
分
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な

EUにおけるロビイング

ら
な
い
。
但
し
、
電
子
回
路
中
の
ハ
ン
ダ
（
鉛
）

は
当
初
案
で
も
除
外
。

②
回
収
義
務
二

O
O三
年
一
月
一
日
以
降
は
、
廃
車
を
無
償
回
収
。

③
費
用
負
担
「
最
終
所
有
者
ま
た
は
保
持
者
が
認
可
処
理
施
設
に

E
L
Vを
引
き
渡
す
際
に
（
中
略
）
負
担
し
た
コ
ス
ト
を
、

ー
カ
l
を
代
理
す
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
払
い
戻
す
こ
と
を
保
証
」
と
い
う
文
言
で、

デ
ィ
ー
ラ
ー
が
負
担
し
た
回
収
費
用
を
最
終
的
に

は
メ
ー
カ
ー
が
負
担
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
費
用
負
担
に
関
し
て
は
、

そ
の
後
、
特
に
既
販
車
同
収
の
費
用
負
担
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
利
害
対
立
が
生
じ メ
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ヲ

hv
こ
〉
｝
、
と
弁
宇
h
v
o

説

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
i
二
O
O
五
年
一
月
一
日
ま
で
に
再
使
用
・
再
資
源
化
率
で
八
五
%
以
上
、
再
使
用
・
再
生
率
で
八
O
%
以
上
、

二土b、
両岡

二
O
一
五
年
一
月
一
日
ま
で
に
再
使
用
・
再
資
源
化
率
で
九
五
%
以
上
、
再
使
用
・
再
生
率
で
八
五
%
以
上
と
規
定
（
全
て
車
両
重

量
比
）
。

⑤
各
条
項
の
発
効
時
期
｜
特
に
回
収
義
務
の
発
効
時
期
に
つ
い
て
、

メ
ー
カ
ー
側
は
主
と
し
て
技
術
的
対
応
が
間
に
合
わ
な
い
と
の

理
由
か
ら
、
後
に
延
期
を
求
め
た
。

ま
た
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
の
条
項
も
含
め
、
猶
予
期
間
を
当
初
案
よ
り
長
く
設
定
す
る
こ
と
は
、

そ
の
後
の
立
法
過
程
に
於
い

て
妥
協
形
成
の
重
要
な
「
カ
l
ド
」
と
な
っ
た
。

四

欧
州
議
会
で
の
第
一
読
会

（
印
）

欧
州
委
員
会
に
よ
る
E
L
V指
令
制
定
へ
の
動
き
に
対
し
て
、
自
動
車
業
界
は
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
初
動
に
遅
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
欧
州

議
会
に
関
し
て
は
、

A
C
E
A
は
ド
イ
ツ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
を
通
し
て
政
権
政
党
で
あ
る
S
P
D
の
ラ
ン
ゲ
議
員
（
∞
巾

E
E
E

戸
山
口
問
。
一
独
、

P
S
E
）
を
中
心
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
し
た
と
い
う
。

第
一
読
会
の
審
議
に
付
さ
れ
た
欧
州
議
会
で
は
、
環
境
・
公
衆
衛
生
・
消
費
者
政
策
委
員
会
（
通
称
・
環
境
委
員
会
）
に
審
議
を
付

（
日
）

p
p
E｜
D
E）
を
ラ
。
ホ
ル
ト
ゥ

l
ル
に
指
名
し
た
。

託
し
、
同
委
員
会
は
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
（
同
町
三
白
色

R
E
2
2
1
独、

一
九
九
九
年
二
月
二
日
、
環
境
委
員
会
は
二
二
七
の
修
正
案
を
含
む
フ
ロ
レ
ン
ツ
報
告
書
を
承
認
し
た
。
こ
の
環
境
委
員
会
で
の
決

定
を
受
け
て
、
同
月
一
一
日
の
欧
州
議
会
本
会
議
に
お
い
て
フ
ロ
レ
ン
ツ
報
告
書
は
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
、
欧
州
議
会
で
の
第
一
読

会
が
終
了
し
た
。
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こ
の
結
果
を
受
け
、
欧
州
委
員
会
は
理
事
会
に
提
出
す
る
音
ω
見
を
検
討
し
た
。

一
九
九
九
年
三
月
の
環
境
相
理
事
会
ま
で
に
は
聞
に

合
わ
ず
、
結
局
一
九
九
九
年
四
月
二
八
日
に
欧
州
委
員
会
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
案
は
欧
州
議
会
が
本
会
議
で
採
択
し

た
四
五
の
修
正
案
の
う
ち
一
七
を
受
け
入
れ
た
内
容
で
あ
り
、
重
要
な
点
は
以
下
の
内
容
と
な
っ
て
い
た
。

①
予
防
に
規
定
さ
れ
る
禁
止
物
品
欧
州
委
員
会
の
当
初
提
案
が
よ
り
細
か
く
場
合
分
け
さ
れ
、
例
外
規
定
も
拡
充
さ
れ
る
形
と
な

っ
た
。
具
体
的
に
は
、
川
二

O
O
一
年
七
月
一
日
以
降
、
鉛
、

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
六
価
ク
ロ
ム
含
有
部
品
の
シ
ュ
レ
ッ
ダ
l
禁
止
と
水

銀
含
有
部
品
の
埋
め
立
て
の
禁
止
、
問
二

O
O五
年
一
月
一
日
以
降
、
付
則
H

（
新
た
に
設
け
ら
れ
た
リ
ス
ト
）
に
適
用
除
外
部
品

と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
以
外
に
つ
い
て
、
鉛
、

と
さ
れ
た
。

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
六
価
ク
ロ
ム
、
水
銀
の
新
型
車
へ
の
使
用
禁
止
、

②
同
収
義
務
二

O
O三
年
一
月
一
円
以
降
は
、
廃
車
を
無
償
回
収
。
（
こ
れ
は
当
初
規
定
の
ま
ま
。
）

③
費
用
負
担
「
最
終
所
有
者
以
外
が
負
担
す
る
」
と
い
う
規
定
。

テ
ィ
ー

一
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
は
、

メ
ー
カ
ー
だ
け
で
は
な
く
、

ラ
ー
や
公
的
機
関
も
含
め
る
可
能
性
。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
l
一一

O
O五
年
以
前
の
認
証
車
は
再
使
用
・
再
資
源
化
率
で
八
五
%
以
上
、

そ
れ
以
降
は
再
使
用
・
再
資
源
化
率

で
九
五
%
以
上
、
再
使
用
・
再
生
率
で
八
五
%
以
上
。

（
こ
れ
は
当
初
案
よ
り
も
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
）

EUにおけるロビイング

⑤
各
条
項
の
発
効
時
期

l
予
防
に
つ
い
て
一
部
前
倒
し
。

五

共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
採
択
の
難
航
（
理
事
会
審
議
）

一
九
九
九
年
初
め
に
A
C
E
A会
長
に
就
任
し
た
V
W社
長
の
ピ
エ
ヒ

（司巾丘一
E
E
E
m
n
y）
は
、
こ
の

E
L
V指
令
案
の
審
議

が
進
む
に
連
れ
危
機
感
を
強
め
、
立
ち
遅
れ
を
挽
回
す
る
べ
く
激
し
い
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
を
展
開
し
た
。
ピ
エ
ヒ
は
各
国
政
府
に
対
し

て
意
見
書
を
送
付
す
る
と
共
に
、
特
に
ド
イ
ツ
の
赤
緑
連
立
政
権
に
対
し
て
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
首
相
を
中
心
に
直
接
的
な
働
き
か
け
を
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1見

行
っ
た
。
ト
リ
ッ
テ
ィ
ン

（
』
号
問
。
ロ
叶
円
一
円
片
山
口
）
環
境
相
は
、
緑
の
党
の
中
で
も
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
外
相
ら
の
現
実
派
（
児

g
F印
）
に

対
抗
す
る
原
理
派

Q
E佳印）
の
代
表
格
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
首
相
は
ト
リ
ッ
テ
ィ
ン
環
境
相
に
対
し
て
更
迭

（臼）

と
も
報
じ
ら
れ
た
。

三ι
ロ冊

を
も
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
E
L
V指
令
案
に
反
対
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
た
、

ピ
エ
ヒ
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
与
、
え
た
効
果
は
大
き
く
、
同
年
六
月
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
環
境
相
理
事
会
は
、
議
長
国
ド

イ
ツ
を
は
じ
め
、
英
国
、

ス
ペ
イ
ン
が
反
対
に
回
り
三
カ
国
で
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

l
（
特
定
多
数
決
の
成
立
に
必
要
な

票
数
を
阻
止
し
得
る
二
六
票
以
上
の
反
対
派
）
を
形
成
し
た
た
め
、

E
L
V指
令
案
で
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
採
択
を
先
送
り
に
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。

こ
の
立
場
の
違
い
は
翌
七
月
の
理
事
会
で
は
一
層
激
化
し
、
会
議
場
で
の
激
し
い
対
立
の
模
様
は
、

理
事
会
の
会
議
場
に
設
け
ら
れ

た
カ
メ
ラ
の
映
像
が
誤
っ
て
記
者
会
見
場
に
つ
な
が
れ
て
し
ま
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
た
め
筒
抜
け
に
な
っ
た
と
い
う
。
九
九
年
後
半
の

議
長
国
に
就
任
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
バ
ー
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

（
宮
山
吋
江
口

∞
釦
『

Z
D印
丹
命
日
ロ
）
環
境
相
は
「
ト
リ
ッ
テ
ィ
ン
が
問
題

（吾巾同）

g
E巾
ヨ
）
」
と
名
指
し
し
、
ビ
ャ

l
ゴ
l
欧
州
委
員
は
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
」
と
評
し
た
。
記
者
会
見
場
で
は
怒
っ
た
ビ
ャ

l

ゴ
i
が
「
環
境
政
策
が
自
動
車
業
界
に
支
配
さ
れ
る
な
ん
て
、
不
幸
と
し
か
一言
え
な
い
」
と
左
隣
の
議
長
を
に
ら
み
つ
け
た
、
と
い

（日）う
。
ト
リ
ッ
テ
ィ
ン
が
こ
れ
ほ
ど
強
硬
な
反
対
姿
勢
を
貫
い
た
直
接
の
要
因
が
仮
に
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
首
相
か
ら
の
強
い
圧
力
だ
と
し
て

（

U
A）
 

の
変
容
が
あ
る
。

も
、
そ
の
背
景
に
は
政
権
政
党
に
就
い
た
ド
イ
ツ
縁
の
党
（
特
に
原
理
派
）

こ
う
し
て
難
航
し
た

E
L
V指
令
案
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
採
択
で
あ
っ
た
が
、
同
年
七
月
二
二
日
の

C
O
R
E
P
E
R
の
場
で
よ
う

ゃ
く
妥
協
が
成
立
し
、

ス
ペ
イ
ン
、
英
国
が
反
対
を
取
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
多
数
決
に
必
要
な
票
数
を
確
保
す
る
見
込
み
が

立
っ
た
。
そ
の
結
果
、
同
月
二
九
日
、

理
事
会
は
書
面
手
続
き
で
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
採
択
し
た
。
結
局
、
ド
イ
ツ
は
反
対
の
ま
ま
、

（日）

オ
ラ
ン
ダ
は
棄
権
に
回
る
と
い
う
票
決
と
な
っ
た
。
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（
閃
）

こ
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
内
容
は
、
主
な
点
に
つ
き
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

①
予
防
指
令
発
効
後
一
八
カ
月
経
過
後
よ
り
、
新
造
車
へ
の
四
物
質
使
用
禁
止
。

②
回
収
義
務
既
販
車
を
合
め
た
E
L
V
の
無
償
回
収
期
限
が
三
年
延
ぴ
、
二

O
O六
年
一
月
一
日
か
ら
。

③
費
用
負
担
回
収
費
用
の
全
て
ま
た
は
多
く
の
部
分
を
メ
ー
カ
ー
が
負
担
。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
再
使
用
・
再
資
源
化
率
八
五
%
の
達
成
目
標
年
次
を
二

O
O五
年
か
ら
二

O
O六
年
に
先
送
り
。

⑤
時
期
予
防
、
回
収
、
目
標
年
次
の
全
て
に
つ
き
先
送
り
。

ま
た
、
そ
の
他
の
点
も
含
め
、
こ
の
理
事
会
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
欧
州
議
会
の
修
正
案
の
う
ち
二

O
カ
所
を
取
り
入
れ
た
内
容
と

な
っ
て
い
た
。
そ
の
内
一
三
カ
所
に
つ
い
て
は
欧
州
委
員
会
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
幻
）

こ
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
は
、
自
動
車
業
界
か
ら
激
し
い
批
判
が
起
こ
っ
た
。
特
に
回
収
義
務
に
関
す
る
遡
及
適
用
条
項
を

問
題
視
し
、
主
要
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
法
的
な
対
抗
措
置
の
検
討
に
入
り
、
ド
イ
ツ
自
動
車
工
業
連
盟
（
V
D
A
）
は
早
く
も
欧
州
司

（
四
四
）

法
裁
判
所
に
提
訴
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
た
。

EUにおけるロビイング

こ
う
し
た
自
動
車
業
界
の
動
き
に
対
し
て
、
欧
州
委
員
会
（
特
に
第
E
総
局
）

（
印
）

な
い
」
と
し
て
E
L
V指
令
案
の
法
的
構
成
に
自
信
を
示
し
た
。

は
「
環
境
法
制
に
関
し
て
遡
及
適
用
が
な
い
も
の
は

さ
〉
り
に

A
C
E
A
の
公
表
し
た
コ
ス
ト
試
算
（
使
用
済
み
自
動

車
一
台
あ
た
り
の
回
収
・
処
理
コ
ス
ト
を
二
五

O
l三
五

O
D
M、
E
U全
体
の
総
計
で
五
六

O
億
D
M）
に
対
し
て
も
、
そ
の
試
算

が
「
積
算
の
過
程
に
お
い
て
不
適
切
な
も
の
や
省
略
が
あ
る
た
め
に
過
大
評
価
と
な
っ
て
お
り
、
欧
州
委
員
会
の
試
算
で
は
総
額
二
五

（

ω） 

（
約
四
九
億
D
M）
に
過
ぎ
な
い
」
と
反
論
し
、
膨
大
な
負
担
増
と
い
う
自
動
車
業
界
側
の
批
判
を
退
け
た
。

億
ユ

l
ロ

一一1
l
」ハ

欧
州
議
会
第
二
読
会
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J見

夏
休
み
が
聞
け
て
約
一
カ
月
の
検
討
を
経
た
九
九
年
一

O
月
一
日
に
、
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「
基
本
的
に
歓
迎
」
す
る
と
し
た
欧
州

委
員
会
の
評
価
が
公
表
さ
れ
、
こ
の
意
見
と
共
に
E
L
V指
令
案
は
欧
州
議
会
の
第
二
読
会
に
阿
付
さ
れ
た
。

三ι
H岡

同
年
一
一
月
八
日
の
欧
州
議
会
本
会
議
は
環
境
委
員
会
に
審
議
を
付
託
し
、
同
月
二
六
日
の
環
境
委
員
会
の
場
で
第
一
読
会
と
同
じ

く
ラ
ポ
ル
ト
ゥ

l
ル
に
指
名
さ
れ
た
フ
ロ
レ
ン
ツ
の
報
告
書
案
に
関
し
て
最
初
の
討
議
が
行
わ
れ
た
。

」
の
問
、
危
機
感
を
強
め
た
自
動
車
業
界
を
中
心
と
し
て

フ
ロ
レ
ン
ツ
に
は
激
し
い
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
が
展
開
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る

フ
ロ
レ
ン
ツ
の
修
正
案
は
露
骨
に
自
動
車
業
界
寄
り
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
特
に
③
の
費
用
負
担
が
焦
点
と
な
り
、
山
自
動
車
メ

ー
カ
l
の
財
政
的
負
担
義
務
に
つ
い
て
は
新
車
に
限
る
（
既
販
車
を
含
め
な
い
て
凶
既
販
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、

メ

カ

ー
、
オ
ー
ナ
ー

ス
ク
ラ
ッ
プ
業
者
・
解
体
業
者
が
費
用
を
分
担
す
る
、

と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
多
数
派
形
成
の
た
め

⑤
の
発
効
時
期
が
妥
協
の
た
め
の
「
カ
l
ド
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、

E
L
V指
令
の
導
入
を
二

O
O六
年
か
ら
二

O
O三
年
に
早
め
る
、

と
し
て
い
た
。

一一

0
0
0年
一
月
二
日
、
環
境
委
員
会
は

フ
ロ
レ
ン
ツ
の
提
出
し
た
九
三
の
修
正
案
の
内
四
O
以
上
を
否
決
す
る
形
で
「
フ
ロ

の
E
L
V指
令
適
用
除
外
等
の
重
要

（日）

度
の
低
い
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
焦
点
と
な
っ
た
費
用
負
担
に
関
す
る
修
正
案
は
、
賛
成
二
三
、
反
対
三
四
で
否
決
さ
れ
た
。
ラ
ポ
ル

レ
ン
ツ
報
告
書
」
を
採
択
し
た
。
認
め
ら
れ
た
修
正
案
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
l

（〈

E
E唱
の
向
田
）

ト
ゥ

l
ル
の
修
正
案
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
否
決
さ
れ
る
の
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
費
用
分
担
の
修
正
案
が
通
ら
な
か
っ
た
段
階

で

フ
ロ
レ
ン
ツ
は
二

O
Oコ
一
年
に
指
令
の
導
入
を
前
倒
し
に
す
る
修
正
案
を
撤
回
し
た
。

フ
ロ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
環
境
委
員
会
レ
ベ
ル
で
の
多
く
の
修
正
案
の
否
決
に
対
し
て
、
本
会
議
で
の
再
度
の
修
正
案
提
出
の
意
向
を

表
明
し
た
。
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欧
州
環
境
ビ
ュ

l
ロ
l
（

E
E
B）
 

の
へ
イ
（
わ
可
目
的
立
山
口
出
弓
）

は
、
「
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
影
響
が
こ
れ
ほ
ど
欧
州
議
会
に
於

い
て
強
い
と
い
う
の
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
」
と
評
し
た
。
他
方
で
ロ

l
議
員
（
と
め
出
5
号
。
門
貯
問
。
。
一
蘭
、

が
「
な
か

（

臼

）

な
か
立
派
な
妥
協
」
と
評
価
し
て
い
る
の
は
、
環
境
N
G
Oと
は
異
な
る
緑
の
党
の
議
員
の
微
妙
な
立
場
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。

V
／
A
L
E） 

さ
ら
に
、
環
境
派
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
同
収
義
務
の
遡
及
適
用
に
疑
義
が
あ
る
と
す
る
A
C
E
A
の
主
張
に
一
理
あ
り

（
白
山
）

の
内
部
文
書
が
こ
の
時
期
に
リ
l
ク
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
欧
州
委
員
会
環
境

と
す
る
欧
州
委
員
会
法
務
部
戸
高
丘
一
山

2
1
2）

総
局
（
旧
第
狙
総
局
）
側
は
「
あ
く
ま
で
法
務
部
の
一
部
員
の
意
見
」
と
し
て
「
環
境
に
関
す
る

E
U法
に
遡
及
適
用
は
っ
き
も
の
」

と
す
る
強
気
の
態
度
を
な
お
も
崩
さ
な
か
っ
た
。

欧
州
議
会
で
の
審
議
も
大
詰
め
を
迎
え
、
自
動
車
業
界
の
欧
州
議
会
議
員
に
対
す
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
も
一
層
強
ま
っ
た
。
ま
た
A
C
E

か A
けは
た函遡
。）及

適
用
が
違
法
で
な

カミ
ど
っ
か

（
法
的
確
実
性
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
）

の
検
討
を
専
門
家
に
依
頼
し
、
間
接
的
な
圧
力
を

E
L
V指
令
案
は
環
境
委
員
会
で
の
採
択
を
受
け
、
二

O
O
O年
二
月
三
日
に
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
聞
か
れ
る
欧
州
議
会
本
会
議

（
「
ミ
ニ
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
追
加
的
な
会
期
）
に
於
い
て
票
決
に
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

EUにおけるロビイング

事
前
の
予
想
で
も
僅
差
の
票
決
が
予
想
さ
れ
、
ま
た
遡
及
適
用
が
他
の
産
業
に
及
ぼ
す
影
響
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
（
プ
レ
ス
と
は
別
に
）

一
般
傍
聴
席
に
一

O
O人
を
超
え
る
「
ロ
ビ
イ
ス
ト
」
が
注
視
す
る
中
で
票
決
は
行
わ
れ
た
。

費
用
負
担
を
焦
点
に
巻
き
返
し
を
図
っ
た
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
ら
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
へ
の
修
正
案
の
ほ
と
ん
ど
は
否
決
さ
れ
、
共
通

ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
欧
州
委
員
会
採
択
の
修
正
に
「
徴
修
正
」
を
付
し
た
上
で
採
択
さ
れ
た
。

だ
が
、
こ
の
「
微
修
正
」
に
よ
り
、
既
販
車
の
回
収
義
務
の
適
用
に
つ
き
、
費
用
負
担
者
が
誰
な
の
か
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い

（
新
車
回
収
に
つ
い
て
は
生
産
者
の
負
担
と
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
既
販
車
で
は
そ
れ
が
な
い
）
と
い
う
一
見
エ
ラ
ー
と
も
忠
、
え
る
箇
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説

所
が
生
じ
た
。

五
条
四
項
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
言
の
修
正
案
が
採
決
に
付
さ
れ
て
い
た
。

論

「
加
盟
国
は
最
終
の
ユ
ー
ザ
ー
や
所
有
者
が
、
市
場
価
値
が
ゼ
ロ
ま
た
は
負
の
廃
車
に
つ
い
て
も
直
接
的
・
間
接
的
に
コ
ス
ト
負
担
す

る
こ
と
無
し
に
、

五
条
コ
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
処
理
施
設
に
自
動
車
が
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
、
必
要
な
惜
置
を
講
ず
る
。

加
盟
国
は
本
指
令
の
発
効
後

一
八
カ
月
経
過
以
降
に
形
式
認
証
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
こ
の
措
置
の
実
施
の
コ
ス
ト
に
つ
い

て
、
そ
の
全
て
ま
た
は
重
要
な
部
分
を
、

メ
ー
カ
ー
が
負
担
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

加
盟
国
は
本
指
令
の
発
効
後
一
八
カ
月
経
過
以
前
に
形
式
認
証
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
そ
の
廃
車
の
引
き
取
り
が
第
一
パ
ラ

グ
ラ
フ
に
規
定
さ
れ
た
条
件
の
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
」

こ
の
う
ち
、
右
の
傍
線
部
分
の
段
落
が
分
割
採
決

2
1－
寸
〈
♀
吉
肉
）

の
結
果
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
二

0
0

回
に
も
及
ぶ
投
票
の
疲
れ
か
ら
生
じ
た
単
な
る
ミ
ス
の
結
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
論
点
に
火
種
を
残
し
問
題
を
先
送

り
に
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
な
の
か
、
投
票
直
後
に
は
関
係
者
の
大
半
に
も
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
経
過
を
見
る
と
、

（
山
山
）

ロ
ビ
イ
ス
ト
も
し
く
は
議
員
の
誰
か
の
分
割
採
決
を
要
求
す
る
高
等
戦
術
が
功
を
奏
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。

こ
の
第
二
読
会
の
結
果
を
受
け
、
欧
州
委
員
会
は
欧
州
議
会
に
よ
る
三
二
の
修
正
案
の
内
、

（

訂

）
た。

一
三
を
採
り
入
れ
た
修
正
案
を
提
示
し

七

調
停
委
員
会
で
の
合
意

二
O
O
O年
三
月
二
九
日
、

理
事
会
と
欧
州
議
会
の
調
停
委
員
会
が
召
集
さ
れ
た
。
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EUにおけるロビイング

欧州委員会当初案（1997年 7月 9日）

① F防に規定される禁止部品 2003年I月1日以降に市場に投入される車両について、鉛、水銀、力ド

ミウム、六価クロムがンユレッダ一、埋め立て、焼却、混焼により廃棄物として処分されることを防

止しなければならない。{!Iし、電子回路中のハンダ（鉛）は除外。

② 制収義務 2003年 1月l日以降は、廃車を無償回収。

③ 費用負担ー「最終所有者または保持者が認可処理施設に ELVを引き渡す際に（中略）負担したコス

トを、メーカーを代坦するディーラーが払い戻すことを保証」という文言で、ディーラーが負担した

回収費用を最終的にはメーカーが負担することを規定。

④ リサイクル＂＇ 2005年1月1日までに再使用・再資源化率で85%以上、再使肘・再牛率で80%以J、
20日年 1月1日までに再使用・再資源化率で95%以上、再使用・再生率で85%以上と規定。

欧州委員会の修正案（1999年 4月28日）

① 予防 欧州委員会の当初提案がより細かく場合分けされ例外規定も拡充。

② [o［収義務 2003年1月1日以降は、廃車を無償回収。（当初規定のまま）

③ 費用負担ー 「最終所有者以外が負担する」という規定。（ニュアンえとしては、メーカーだけではな

くディーラーや公的機関も含める可能性）

④ リサイク／レ率 2005年以前の「認証車」は再使用・再資源化率で85%以上、それ以降は再使用・再資

源化率で＇95%以 1．、再使用・再生中で85%以｜。

⑤各条項の発効時期一部前倒し。

理事会の共通ポジション（1999年 7月29日）

①予防指令発効後18カ月経過後より、新造車に鉛、カドミウム、六価クロム、水銀の使用禁止。

② 同~~義務 2001年 1月以降に市場に出された車については即時無償回収義務、それ以外の車も含む全

てのELVの無償［nl収義務は2006年1月1IIから。

③ 費用負担ー凶収費用の全てまたは「重要な部分J“significantpart”をメーカーが負担。
④ リサイクル率再使用・再資源化率85%の達成目標年次が2005年から2006年に。 f日し、 1980年lH以
前に生産された車については、再使用・再資源化率で75%以上、再使用・再生率で70%以上の低い数

値設定。

⑤時期 予防、回収義務、目標年次の全てにつき先送り。

欧州議会第二説会フロレンツ議員（ラボルトウール）の修正案

③ 費用負担

(I）向動車メー力ーの財政的負担義務については新車に限る（既販車を含めない）

( 2）既販車のリサイクノレについては、メーカ一、オーナー、スクラソ 7• ・解体業者が費削を分担。

⑤時期l指令の導入を2006年から2003年に前倒し。

欧州議会本会議（2000年 2月 3日）

① f防 「指令発効後18カ月後以降に市場に出された」 → 「2005年以降に形式認証を受けた」
③ 費用負担

「加盟国は、最終の保持者および／または所有名が直接的・間接的にコスト負担することなしに認可さ

れた処理施設に自動車が持ち込まれることを確保するための措置をとる。j

「指令発効後18カ月後以降に形式認証を受けた自動車については、この措置の実施の費用についてその

全てまたは重要な部分をメーカーが負担することを確保するための措置をとる。」

⑤時期 回収義務の発効につき先送り。

「2001年1月1llから、［ii］日以降市場に出された自動車に適用」→「本指令発効から18カ月後の日から、

同日以降最初に市場に出された白動車に適用」

調停委員会（2000年 5月23日）

① 予防 2003年7月1円以降に市場投入された新車については、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの

使用を禁止。

③費用負担 前段「直接的・閃按的に」を削除。後段、全部削除。

⑤ 時期 2002年7月IH以降に市場に出された新車については回収費用をメーカーが負担。既販車につ

いては、 2007年（2006年を一年先送り） 1 H 1 El以降、回収費用を負担する義務。
※付則IIについては技術的検討を SpecialTechnical Adaptation Committeeに委ねた。

［表1]ELV指令の主な争点
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I見

調
停
委
員
会
の
参
加
者
は
理
事
会
と
欧
州
議
会
の
双
方
か
ら
一
瓦
名
ず
つ
で
あ
り
、
審
議
は
妥
協
を
得
や
す
い
よ
う
に
、

と
の
意
味

か
ら
原
則
非
公
開
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
そ
の
進
展
状
況
は
よ
く
外
部
に
漏
れ
る
。
）

ゴj

函嗣

調
停
委
員
会
は
六
週
間
の
期
限
の
最
終
日
に
あ
た
る
同
年
五
月
二
三
口
、
こ
の
日
に
合
意
が
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば
廃
案
に
な
る
ギ
リ

ギ
リ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
よ
う
や
く
妥
協
案
を
得
た
。

（

ω） 

調
停
委
員
会
で
は
、
特
に
川
メ
ー
カ
ー
責
任
の
適
用
期
日
と
凶
有
害
物
質
の
二
点
に
議
論
が
集
中
し
、
以
下
の
結
果
と
な
っ
た
。

山
メ
ー
カ
ー
責
任
の
適
用
期
日
｜
二

O
O二
年
七
月
一
日
以
降
に
市
場
に
出
さ
れ
た
新
車
に
つ
い
て
は
、
指
令
発
効
と
同
時
に
回
収

費
用
を
メ
ー
カ
ー
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
既
販
車
（
二

O
O二
年
七
月
一
日
以
前
に
市
場
に
出
さ
れ
た
車
）
に
つ
い
て
は
、

二
O
O七
年
（
二

O
O六
年
を
一
年
先
送
り
）
以
降
、
回
収
費
用
を
負
担
す
る
義
務
が
生
じ
る
と
さ
れ
た
。

（
但
し
、
こ
の
期
日

は
加
盟
国
の
判
断
で
前
倒
し
す
る
こ
と
も
可
能
。
）

結
局
、

全
て
の
廃
車
回
収
費
用
は
メ
ー
カ
ー
負
担
と
な
っ
た
が
、
既
販
車
に
つ
い
て
は
二

O
O七
年
ま
で
に
回
収
費
用
を
販
売

価
格
に
転
嫁
す
る
可
能
性
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
回
収
費
用
の
「
全
て
ま
た
は
重
要
な
部
分
」
の
文
言
は
残
っ
た
た
め
、

加
問
国
の
国
内
法
制
定
時
に
多
少
の
含
み
は
残
っ
て
い
る
。

凶
有
害
物
質
二

O
Oコ
一
年
七
月
一
日
以
降
の
新
車
に
つ
い
て
、
鉛
、

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
水
銀
、
六
価
ク
ロ
ム
の
使
用
を
禁
止
。
期
日

つ
い
て
は
理
事
会
側
の
二

O
O三
年
一
月
一
日
と
欧
州
議
会
案
の
二

O
O五
年
一
月
一
日
の
妥
協
案
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

（
期
日
を
遅
ら
せ
る
口
実
と
な
り
得
る
）
型
式
認
証
時
で
は
な
く
、
市
場
投
入
時
と
規
定
。

ま
た
、
付
則
H
に
つ
い
て
は
調
停
委
員
会
で
も
合
意
で
き
な
い
部
分
が
あ
り
、
技
術
的
検
討
を
特
別
に
設
置
さ
れ
た
専
門
家
委

員
会
訪
問
）
め
の
｛
ω－H
d
m
M
の｝百円

g－
〉
仏
∞
－
宮
山
円
安
）
ロ
（
U
O
B
B
X
H
2）
に
委
ね
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
の
調
停
委
員
会
で
の
合
意
は
、

理
事
会
側
で
は
七
月
二

O
目
の
子
算
担
当
相
理
事
会
で
承
認
さ
れ
、
欧
州
議
会
側
で
は
九
月
七
日
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の
本
会
議
で
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

E
L
V指
令
は
二

0
0
0年
一

O
月
一
二
日
に
官
報
（
。
区
三
巴

τ日
ロ
と
）
に

（九）

掲
載
さ
れ
発
効
し
た
。
［
表
1
参
照
］

八

E
L
V指
令
の
国
内
法
制
化

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に

E
L
V指
令
に
は
各
国
の
解
釈
が
異
な
る
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
国
内
法
化
す
る
過
程
を
見
る
こ

と
も
必
要
と
な
る
。

E
L
V指
令
に
基
づ
く
各
国
法
の
制
定
は
発
効
の
一
八
カ
月
後
ま
で
と
期
限
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

二
O
O二
年

四
月

日
が
そ
の
期
日

当
た
つ
とた

う元し
o－か

し

A
C
E
A
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
こ
の
期
日
ま
で
に
国
内
法
化
の
作
業
を

終
え
た
国
は
一
カ
国
も
な
か
っ
た
、

多
少
期
日
に
は
遅
れ
た
も
の
の
事
実
上
最
初
に
国
内
法
制
化
し
た
の
は
ド
イ
ツ
で
あ
る
。

二
O
Oゴ
一
年
三
月
現
在
、
他
の
国
内
法
化

の
例
が
な
お
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
場
合
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

ド
イ
ツ
の
場
合
、

（乃）

E
L
V指
令
制
定
前
の
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
は
、
自
主
規
制
と
政
令
を
両
輪
と
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
た
。

自
主
規
制
（

F
2
1
E
m巾

ω巴
宮
守
司
℃

E
n
Z
5
m
g）
は
、

正
式
名
称
を
「
循
環
経
済
及
び
廃
棄
物
法
に
基
づ
く
環
境
に
適
合

EUにおけるロビイング”

し
た
廃
車
リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
の
自
主
規
制
」
と
言
い
、
環
境
省
と
自
動
車
関
連
一
六
業
界
団
体
と
の
聞
で
一
九
九
六
年
二
月
に
結
ば

れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
日
系
企
業
等
は
現
地
法
人
が
参
加
し
て
い
る
。
）
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
引
取
義
務
、

リ
サ
イ
ク
ル
工
場

の
設
置
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
適
し
た
自
動
車
の
設
計
等
で
あ
っ
た
。

廃
車
政
令
（
旨

E
E
C〈
巾
円

C
Eロ
ロ
ロ
閃
）
は
、
主
と
し
て
ユ
ー
ザ
ー
の
側
に
引
渡
義
務
を
課
し
、

ユ
ー
ザ
ー
と
自
主
規
制
の
リ
サ
イ

ク
ル
の
環
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
正
式
名
称
を
「
廃
車
の
適
正
処
理
と
道
路
交
通
法
の
諸
規
程
へ
の
適
合
に
関
す
る
政
令
」
と

言
い
、
全
五
章
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
廃
車
の
引
渡
及
ぴ
環
境
に
適
合
し
た
処
理
に
関
す
る
政
令
」
（
〈

q
c
E
Eロ
関
与
角
色
。
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1見

口
σ巾
叶
］
凶
器
ロ
ロ
ぬ
ロ
ロ
門
山
口
自
宅
巴
守
司
門
司
凶

mu－n
Fぬ
何
回
忌
由
。
括
己
ロ

m
J己
ロ
〉
－

E
C件。印）

一
九
九
七
年
五
月

が
狭
義
の
廃
車
政
令
で
あ
る
。

に
成
立
し
、

そ
の
内
容
は
廃
車
の
際
の
要
件
に
認
定
事
業
者
に
よ
る
解
体
証
明
書
を
加
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
登
録
を
抹
消
し
自
動
車

論

税
を
停
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
既
存
の
制
度
に
代
わ
る
E
L
V指
令
の
国
内
法
化
と
し
て
、
廃
自
動
車
の
処
理
に
関
す
る
法
律

5
2
2
N
ロ
ヴ
巾
H

・

開
口
門
的
。
ぷ
川
口
口
問
司
。
ロ
〉
－
H
E
F『
N
巾己
m
g］）

が
二
O
O
一
年

一
二
月
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
で
の
審
議
を
経

七
月

一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

て
二

O
O二
年
五
月
三
二
日
に
成
立
し
、
同
年
六
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
、

」
の
廃
自
動
車
の
処
理
に
関
す
る
法
律
は
全
八
条
か
ら
成
り
、

一
つ
の
法
律
で
関
連
法
令
を
一
括
し
て
改
正
す
る
形
式
を
取
っ
て
お

り
、
第
三
条
が
「
廃
車
の
引
渡
及
び
環
境
に
適
合
し
た
処
理
に
関
す
る
政
令
の
改
正
」
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
条
の
内
容
は
、

E
L
V指
令
の
文
言
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、
要
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

るー
第
四
項

同
収
義
務

「
認
定
さ
れ
た
回
収
拠
点
に
持
ち
込
ま
れ
た
廃
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
認
定
さ
れ
た
解
体
工
場
ま
で
メ
ー
カ
ー
が
無
償
で
回
収
」

「
回
収
拠
点
は
五

O
M以
上
離
れ
て
い
な
い
こ
と
」

ー
第
八
項

予
防

「二

O
O三
年
七
月
一
日
以
降
は
、
本
体
・
材
料
・
部
品
に
鉛
、
水
銀
、

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
六
価
ク
ロ
ム
を
含
ま
な
い
自
動
車
の
み
を
交

通
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

E
U指
令
二

0
0
0／
五
三
／
E
C
の
付
則
H
に
掲
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
付
則
に

規
定
さ
れ
る
条
件
の
下
に
お
い
て
、
前
段
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
」

ド
イ
ツ
の
国
内
法
化
に
際
し
て
議
論
に
な
っ
た
の
は
事
故
車
（
特
に
全
損
車
）
と
特
注
車
の
扱
い
と
い
う
例
外
的
な
も
の

（
双
方
と

門出
mM
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も
無
償
回
収
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
で
結
着
）

ほ
と
ん
ど
無
風
で
議
会
を
通
過
し
て
い
る
。
ま
た
、
回
収
義
務
に
関
し

の
み
で
、

て
も
、

メ
ー
カ
ー
の
全
額
費
用
負
担
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

E
U
レ
ベ
ル
の
激
し
い
ロ
ビ
イ
ン
グ
と
国
内
法
化
段
階
で
の
無
風
通
過
が

著
し
い
対
照
を
為
す
こ
と
は
、
国
内
法
の
文
ヨ
一
口
（
特
に
「
予
防
」
の
項
が
如
実
に
一
不
す
よ
う
に
）
が
E
U
の
規
定
と
ほ
ぼ
連
動
す
る
内

容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

九

括

E
L
V指
令
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
、
二
一
つ
の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

第

E
U
の
ガ
パ
ナ
ン
ス
の
観
点
で
あ
る
。

E
U機
関
が
立
法
・
行
政
機
関
と
し
て
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
あ
り
、
専
門
知
識
や
実
際
の
作
業
の
多
く
を
外
部
に
依
存
し
て
い

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

E
L
V指
令
の
制
定
に
際
し
て
は
、
欧
州
委
員
会
環
境
総
局
の
起
草
過
程
で
の
利
害
関
係
者
と
の

諮
問
の
あ
り
方
に
そ
の
問
題
が
露
呈
し
た
。
具
体
的
に
は
、
環
境
総
局
と
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
意
志
疎
通
の
悪
き
で
あ
る
。
自
動
車
メ

ー
カ
l
側
は
、
自
主
規
制
等
の
対
策
で
十
分
と
思
い
、
欧
州
委
員
会
側
が

E
L
V指
令
の
制
定
を
打
ち
出
し
た
後
に
、

い
わ
ば
「
平

EUにおけるロビインク。

場
」
で
訴
訟
も
辞
さ
な
い
構
え
を
と
っ
て
対
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
展
開
の
背
後
に
は
、
双
方
に
そ
れ
ほ
ど
対
話
の
経
験

が
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
特
に
欧
州
議
会
の
審
議
に
際
し
て
、
そ
の
専
門
知
識
の
水
準
に
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
現
在
の
技
術
水
準
で
は

代
替
物
質
の
な
い
も
の
を
例
外
リ
ス
ト
に
含
め
よ
う
と
し
た
場
合
、
欧
州
委
員
会
・
理
事
会
・
欧
州
議
会
と
も
技
術
的
な
問
題
に
つ
い

て
は
素
人
同
然
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、

そ
れ
に
し
て
も
農
業
・
農
村
の
専
門
家
で
あ
る
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
の

E
L
V
に
関
す
る
知
識
は

当
初
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
議
員
が
ラ
ボ
ル
ト
ゥ

l
ル
に
な
っ
た
場
合
、

（
特
に
ド
イ
ツ
語
で
行
わ
れ
る
）
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説

ロ
ビ
イ
ン
グ
の
影
響
を
強
く
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
読
会
で
の
ナ
イ
l
ヴ
な
環
境
派
の
顔

と
第
一
五
師
会
で
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
代
弁
者
の
顔
と
い
う
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
の
態
度
の
豹
変
は
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
で
あ
ろ
う
。

三ム
ロ冊

第
二
に
E
U
の
環
境
政
策
の
観
点
で
あ
る
。

こ
の
E
L
V指
令
制
定
に
際
し
て
は
、
「
ド
イ
ツ
が
環
境
政
策
で
悪
役
に
削
る
珍
し
い
場
面
」
で
あ
り
「
ド
イ
ツ
が
「
自
動
車
王
国
」

の
看
板
を
守
る
た
め
に
引
き
起
こ
し
た
今
回
の
騒
動
は
、
も
う
一
枚
の
看
板
で
あ
る
「
環
境
先
進
国
」
の
文
字
を
少
し
か
す
れ
さ
せ
た

（打）

か
に
見
え
る
」
と
い
う
評
価
が
的
確
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
縁
の
党
と
い
え
ど
も
政
権
党
に
あ
る
以
上
は
「
自
動
車
王
国
」
の
看
板
を

優
先
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、

E
L
V指
令
の
ケ
ー
ス
は
、

が
な
か
な
か
為
さ
れ
な

E
U
の
環
境
政
策
の
一
大
特
徴
で
あ
る
執
行
（
｛
5
1
0
5
8
E巳。ロ）

い
こ
と
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ド
イ
ツ
だ
け
が
E
L
V指
令
を
ほ
ぼ
忠
実
に
国
内
法
化
し
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
特
筆

に
値
す
る
。
但
し
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
は
廃
車
を
中
古
車
と
し
て
輸
出
す
る
割
合
が
四

O
%程
度
あ
り
、

E
L
V指
令
導
入
後
こ
の
傾

向
に
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

E
U全
体
と
し
て
見
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
一
同
の

「
成
果
」

は
相
当
に
割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
域
外
諸
国
と
の
相
互
作
用
の
観
点
で
あ
る
。

自
動
車
産
業
の
場
合
に
は
、
欧
州
委
員
会
と
の
パ

l
ゲ
ニ
ン
グ
の
枠
組
み
が
、
二
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
欧
米
（
A

C
E
A）
と
日
韓
（
J
A
M
A／
K
A
M
A）
で
区
別
さ
れ
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
図
で
は
、

メ
ー
カ
ー
側
の
主
導
権

は
A
C
E
A
が
握
る
こ
と
に
な
り
、

J
A
M
A
に
と
っ
て
は
二
重
の
ハ
ン
デ
ィ

（A
C
E
A
が
判
断
を
誤
っ
た
場
合
に
は
自
動
車
業
界

と
し
て
「
一
蓮
托
生
」
と
な
る
危
険
性
／
他
方
で
欧
州
委
員
会
と
欧
米
企
業
が
結
託
す
る
可
能
性
）
を
背
負
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

E
L
V指
令
に
際
し
て
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
で
も
J
A
M
A
に
は
相
当
の
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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他
方
、
こ
の

E
L
V指
令
が
域
外
諸
国
の
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
に
及
ぼ
し
た
効
果
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

日
本
に
つ
い
て
見
る
と
、

E
L
V指
令
案
が
正
式
提
案
さ
れ
る
直
前
の
一
九
九
七
年
五
月
に
通
産
省
が
「
使
用
済
み
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」

を
策
定
し
、
こ
れ
を
受
け
て

一
九
九
八
年
一
月
に
J
A
M
A
が
「
自
主
行
動
計
画
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
欧
州
で
の

E
L

V
指
令
案
の
審
議
を
呪
み
つ
つ
、
通
産
相
の
諮
問
機
関
で
あ
る
産
業
構
造
審
議
会
の
廃
自
動
車
処
理
・
再
資
源
化
小
委
員
会
を
中
心
と

さし
れて
て議
い論
る元を
o－重
ね

結

果

二
O
O一
一
年
七
月
に
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
）

が
制
定

廃
電
子
・
電
気
機
器
リ
サ
イ
ク
ル
（
W
E
E
E
）
指
令
お
よ
び
危
険
物
－
質
使
用
禁
止
（

R
o
H
S
）
指
令

E
U
と
家
電
業
界

家
電
業
界
が
E
U
（E
C）
と
関
連
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
自
動
車
と
同
様
に
域
外
諸
国
と
の
貿
易
摩
擦
を
き
っ
か
け
と
し

て
い
た
が
、

そ
の
後
の
展
開
は
自
動
車
の
場
合
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
た
。

一
九
五

0
年
代
に
は
欧
米
の
企
業
と
技
術
提
携
関
係
を
結
ぴ
外
国
技
術
の
導
入
を
図
っ
た
日
本
の
家
電
メ
ー
カ
ー
は
、

そ
の
後
急
速

EUにおけるロビイングR

に
技
術
水
準
を
向
上
さ
せ

一
九
七

0
年
代
に
な
る
と
日
欧
聞
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
－
ギ
ャ
ッ
プ
を
背
景
と
し
て
日
本
か
ら
欧
州
へ
の
集

中
豪
雨
的
な
輸
出
が
生
じ
た
。

一
九
八
二
年
十
月
に
は

フ
ラ
ン
ス
政
府
が
日
本
製
V
T
R
の
通
関
手
続
き
を
同
国
内
陸
部
の
。
ホ
ワ
テ

ィ
エ
に
あ
る
事
務
処
理
能
力
の
な
い
小
規
模
な
税
関
に
一
元
化
し
事
実
上
の
輸
入
停
止
措
置
を
と
っ
た
「
ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
戦
い
」
と
し

（内）

て
有
名
な
事
件
も
起
こ
っ
た
。

（H
D
T
V）
や
衛
星
放
送
の
分
野
で
も
予
想
さ
れ
、
欧
州
家
電
メ
ー
カ
ー

は
欧
州
委
員
会
を
味
方
に
つ
け
る
形
で
国
際
基
準
を
巡
る
争
い
を
展
開
し
た
。

同
様
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
面
で
の
劣
勢
は
高
品
位
テ
レ
ビ
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；見

一
九
八

0
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
単
一
欧
州
議
定
書
に
よ
る
域
内
市
場
の
進
展
や
欧
州
レ
ベ
ル
の
研
究
・
開
発
（
R
＆
D
）
の
促
進

が
家
電
メ
ー
カ
ー
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
さ
ら
に
一
九
九

0
年
代
に
入
る
と
、

E
U
レ
ベ
ル
で
の
施
策
の
進
展
に
よ
り
、
共
同
決
定

論

権
の
及
ぶ
領
域
で
も
、
電
子
著
作
権
指
令
の
よ
う
に
家
電
産
業
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
事
例
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た

E
U
レ
ベ
ル
で
の
施
策
に
関
与
す
る
家
電
業
界
の
ア
ク
タ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
家
電
業
界
で
は
、
各
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
育
成
政
策
の
結
果
と
し
て
欧
州
レ
ベ
ル
の
企
業
は
少
な
く
、
わ

ず
か
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
や
ト
ム
ソ
ン
を
数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
欧
州
レ
ベ
ル
の
項
上
団
体
も
弱
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
単

一
欧
州
議

定
書
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
一
九
八
六
年
に
、
欧
州
家
電
メ
ー
カ
ー
連
合
全
日
号
。
℃
g
D
〉
E
o
n－己目。ロ
。
ド＋、

（

U
S
E
S
2
 

開－
R
可
O
D
－2
冨
m
E
C
E
2
R
q∞一

E
A
C
E
M）
が
結
成
さ
れ
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、

I
T
分
野
の
メ
ー
カ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
E
C
T
E
L
お
よ
び

e
u
T
o
b
i
t
と
い
う
二
つ
の
業
界
団
体
が
合

同
す
る
形
で
、

一
九
九
九
年
一
一
月
に

E
I
C
T
A
（開口円。℃
O
m
w
ロ

日ロ同
0

コ凶J
F

白色。ロ

円。
B
B
E
E
g
z
o
g

ωロ門凶

叶
巾
門
川
｝

5
0
］。m山、

同
コ
弘
己
的
円
弓
〉
E
o
n－m巴
。
ロ
）
が
結
成
さ
れ
た
。
二

O
O
一
年
一

O
月
に
は
、

E
I
C
T
A
と
E
A
C
E
M
が
合
流
し
、
電
子
・
電
気
機

器
メ
ー
カ
ー
を
包
含
す
る
新
た
な
E
I
C
T
A
（

H
W
C吋

O
℃
巾

ωロ
円
口
問
。
吋
百
三
一
o
p
円。
2
5
Z
D目。町淳一。ロ∞

（い

8
2
5
2

山
口
門
】

開－
onE

件円。ロ－

g
H
J
2
Fロ。－
cm円
山
、
回
口
【
】
ロ
凹
門
ミ
〉
印
印
cn－m
t
cロ
印
）
と
な
っ
た
。

E
I
C
T
A
は、

一
八
カ
国
か
ら
二
八
の
業
界
団
体
が
加
盟
し

傘
下
企
業
の
総
数
は
一
万
社
以
上
で

一
五

O
万
人
の
労
働
者
と
年
間
一
九

O
O億
ユ

l
ロ
の
売
り
上
げ
を
擁
す
る
。

ま
た
、
関
連
す
る
E
U
レ
ベ
ル
の
項
上
団
体
と
し
て
、
部
品
メ
ー
カ
ー
や
素
材
メ
ー
カ
ー
も
加
盟
し
て
い
る
O
R
G
A
L
I
M
E
が

あ
る
。
こ
れ
は
一
九
五
四
年
に
組
織
さ
れ
た
機
械
産
業
の
業
界
団
体
の
連
合
会
で
あ
り
、

一
一
一
カ
国
か
ら
三
二
の
組
合
が
加
盟
し
、
現

在
の
傘
下
企
業
の
総
数
は
一

O
万
社
以
上
で
、
年
間

一
・
二
兆
ユ

l
ロ
の
売
り
上
げ
を
誇
る
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
家
電
メ
ー
カ
ー
は
長
ら
く
個
別
に
対
応
す
る
か
、
も
し
く
は
通
産
省
や
J
E
T
R
Oと
い
っ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
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EUにおけるロビイ ング

WEEE&RoHS指令制定過程 （共同決定手続）

欧州委員会

ぷh浴法案を提出品込l 2000.7.28 
欧州委員会

法案について説明

2001.5.15 

2001.12.4 

欧州議会（期間3ヵ月以内） （第2読会）

決定せず ｜共通の立場を承認 ｜総議員五絶対多数で共通砂ii総議員の絶対多数で共通の
立J場を修正 中 山 ／·• ····· ·· ·· ·· ＞•· • 円 ｜ 立場を否定する意思を表明

2002.4.10 

理事会

共通の立場に従って法案を採択

2002.6.27. 巨三コ
理事会（期間3ヵ月以内）

－欧州議会の修正提案を特定多数で承認
－欧州委が同修正提案に否定的意見の場合は全会一致が必要

占
欧州議会の修正提案を採択せず
調停委員会を召集：～引 i 

欧州議会

総議員の絶対多数可

で共同草案を採択

2002.12.18 

｜－ 共同草案により法案成立12003.1.27 
－どちらか一方でも係択できない場合は廃案

2002.9.12. 

調停委員会（期間6週間以内）

共同草案～を採択｜共同草案を採択できず

2002.11.8 

巨三コ

権＊｛ヵIIと0週1::1は． 欧州議会とl1j!"'Jl会の什，Eにより :iヵJIのものは1ヵ月以内.0週間のものは2週I/ii
以内それぞれ延長吋能。

［図6]

（阪大法学）53 (1 79) 79〔2003.5〕



説

の
肝
入
り
で
日
系
企
業
約
三
一
O
社
か
ら
成
る
在
欧
日
系
ビ
ジ
ネ

（

U
U）
 

ス
協
議
会
（
J
B
C
E
）
を
組
織
し
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
E
U
と
の
折
衝
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

を
通
し
て
き
た
が
、

一
九
九
九
年
に
日
本
機
械
輸
出
組
合
（
J
M
C
）

三ム
ロ岡

米
国
の
家
電
メ
ー
カ
ー
は
、
米
国
電
子
協
会
（
〉
5
2片
山
口
巴

σ
2
2
E
B
〉
g
o巳
巳
古
口
一

A
E
A
）
を
中
心
と
し
て
E
U
と
の

折
衝
に
当
た
っ
て
い
る
。

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
立
法
の
背
景

電
子
・
電
気
機
器
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
と
異
な
っ
て
そ
の
採
算
性
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
の
制
度
が
自
発
的
に
で
き
に
く
く
、
長
ら
く

リ
サ
イ
ク
ル
の
遅
れ
た
分
野
で
あ
っ
た
。
廃
家
電
の
廃
棄
物
に
占
め
る
総
量
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
い
が
、
電
子
・
電
気
機

器
は
他
の
工
業
品
と
比
べ
て
よ
り
速
い
生
産
サ
イ
ク
ル
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

E
U
の
数
字
を
見
る
と
、

一
九
九
八
年
に

年
間
六
O
O
万
ト
ン
の
廃
棄
物
を
生
み
、
ま
た
年
間
三

l
五
%
と
い
う
他
の
廃
棄
物
の
約
三
倍
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
収
集
さ
れ
た
廃
家
電
の
う
ち
約
半
分
が
直
接
埋
め
立
て
ら
れ
、
残
り
は
破
砕
処
理
の
後
に
（
一
部
金
属
分
を
回
収
す
る
の

み
で
）
や
は
り
埋
め
立
て
処
分
さ
れ
て
お
り
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ
l
・
、
ダ
ス
ト
に
廃
家
電
が
占
め
る
割
合
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
ブ
ラ

ス
チ
ッ
ク
に
含
ま
れ
る
臭
素
系
難
燃
剤
（
P
B
B
お
よ
び
P
B
D
E
一
生
物
体
内
蓄
積
性
が
指
摘
さ
れ
、
臭
素
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
発
生
の

危
険
も
あ
る
）
や
C
R
T等
に
含
ま
れ
る
重
金
属
（
鉛
、
水
銀
、

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
六
価
ク
ロ
ム
）
が
深
刻
な
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
す

危
険
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
九
O
%
が
「
何
ら
の
前
処
理
無
し
（
君
津
町
。

E
S
M
H
℃

ZE可
巾
巳

5
8円
こ
で
処
分
さ
れ
て
い
る
現
状
か
ら
、
早
期
の

（
的
自
）

E
U
レ
ベ
ル
で
の
統
一
的
な
施
策
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

制
度
構
築
が
急
が
れ
、

（阪大法学） 53 (1 80) 80〔2003.5〕



欧
州
委
員
会
に
よ
る
指
令
案
の
作
成

欧
州
委
員
会
は

一
九
九
四
年
よ
り
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
の
立
法
に
向
け
た
調
査
に
着
手
し
た
。

」
れ
は
E
L
V
の
場
合
と
同
様

に
第
五
次
環
境
行
動
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
凹
閃
）

起
草
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
E
L
Vと
同
様
に
、
第
明
副
総
局
E
3諜
の
ク
レ

l
マ
l
課
長
が
取
り
、
関
連
業
界
団
体
や
各
企
業
、

G
O等
へ
の
諮
問
を
重
ね
な
が
ら
草
案
を
練
っ
た
。

欧
州
レ
ベ
ル
の
業
界
団
体
だ
け
で
も
諮
問
対
象
は
三

O
を
数
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
九
九
四
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
に
向
け
た
い
く
つ
か
の
先
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

こ
う
し
て
一
九
九
八
年
四
月
の
第
一
次
草
案
公
表
か
ら
、
九
八
年
七
月
の
第
二
次
草
案
、
九
九
年
七
月
の
第
三
次
草
案
を
経
て
、
二

0
0
0年
六
月
二
二
日
、
欧
州
委
員
会
は
廃
電
子
・
電
機
機
器
リ
サ
イ
ク
ル

（
判
司
山
田
仲
巾

同
－
巾
の
片
岡
．
－
の
m
H］

開
－
巾
n
H
H
・0
口一。

H
W
A
E円
円
）
l

山口仏

B
O
E
一W
E
E
E）
指
令
案
お
よ
び
危
険
物
質
使
用
禁
止
（
H
N
g
E
2吉
口
。
『
任
。
己
的
。
。
同

n
q
E吉
田
山
Nm丘
。

5
ω
ロ
σ印片山口
n
g

（
川
凹
）

古
色
め
の
可
片
山
ご
自
己
巳
ゅ
の
可
O
口一

n
Z
E℃
5
8円
一

R
o
H
S）
指
令
案
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
発
出
し
た
。

同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
提
案
趣
旨
、
内
容
解
説

W
E
E
E指
令
案
本
体
、

力、

ら
構
成
さ
れ
て

る

阪大法学） 53 (1 81) 81〔2003.5〕

R
o
H
S指
令
案
本
体
、

当
初
の

W
E
E
E指
令
案
本
体
は
全
一
七
条
と
付
則
I
i
N
、
R
o
H
S指
令
案
本
体
は
全
一

O
条
と
付
則
か
ら
成
っ
て
い
た
。

EUにおけるロビイング

（
最
終
的
に
は
W
E
E
E指
令
が
全
一
九
条
、

R
o
H
S指
令
が
全
一
一
条
と
な
っ
た
。
）

そ
の
後
、
争
点
と
な
っ
た
の
は
主
と
し
て
以
下
の
点
で
あ
る
。

①

R
o
H
S
の
法
的
根
拠

②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外

③
費
用
負
担
（
W
E
E
E
八
条
当
初
案
で
は
七
条
）

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
（
W
E
E
E
七
条
当
初
案
で
は
六
条
）

N 



説

⑤
各
条
項
の
発
効
時
期

⑥
他
の
個
別
論
点
罰
則
、
中
小
企
業
条
項
、
消
耗
品
、
製
品
デ
ザ
イ
ン

三子ふ
両岡

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
欧
州
委
員
会
の
当
初
案
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

①

R
o
H
S
の
法
的
根
拠

E
C条
約
九
五
条
（
域
内
市
場
の
確
立
に
向
け
た
法
規
の
調
和
）
を
法
的
根
拠
と
し
た
。

W
E
E
E
の

方
は
E
C条
約

一
七
五
条
（
環
境
に
関
わ
る
優
先
行
動
計
画
関
連
指
令
の
作
成
）
を
法
的
根
拠
と
し
て
お
り
、
こ
の
法
的
根
拠
の
違

い
か
ら
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
は
W
E
E
Eと
R
o
H
S
の
二
本
立
て
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
七
五
条
を
法
的
根
拠
と
し
た
場
合
、
加
盟
国
は

E
U指
令
よ
り
も
進
ん
だ
施
策
を
国
内
法
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ

は
、
加
盟
国
に
よ
っ
て
異
な
る
使
用
物
質
規
制
が
行
わ
れ
る
事
態
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
産
業
界
に
と
っ
て
は
回
避
し
た

い
も
の
で
あ
っ
た
。

②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外

l
禁
止
例
外
リ
ス
ト
（
付
則
）
と
し
て
水
銀
四
、

鉛
四
、

カ
ド
ミ
ウ
ム
三
、
六
価
ク
ロ
ム
一
、

一
二
の
用
途
。

③
費
用
負
担
分
別
回
収
（
W
E
E
E当
初
案
四
条
）

の
条
項
の
規
定
に
基
づ
き
「
各
家
庭
か
ら
の

W
E
E
E
の
無
料
回
収
を
保
証

す
る
」
（
W
E
E
E当
初
案
七
条
）
制
度
の
構
築
が
加
盟
国
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
当
初
案
の
文
言
は
簡
潔
に
過
ぎ
、
無

料
回
収
義
務
が
各
家
庭
の
玄
関
先
か
ら
生
じ
る
、

と
も
読
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
既
存
の
廃
家
電
（
E
2
0
ュg－
当

g
Z）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
費
用
を
、
現
存
の
全
て
の
メ
ー
カ
ー
が
分
担
し
て
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
付
則
I
A
の
分
類
に
従
っ
て
、
最
も
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
製
品
（
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
等
）
に
つ
き
、
再
使
用
・

再
資
源
化
率
で
八
O
%
以
上
、
再
使
用
・
再
生
率
で
七
五
%
以
上
、
最
も
低
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
製
品
（
ト
ー
ス
タ
ー
、

A
V機
器
、

玩
具
等
）
に
つ
き
再
使
用
・
再
資
源
化
率
で
六
O
%
以
上
、
再
使
用
・
再
生
率
で
瓦
O
%
以
上
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
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⑤
各
条
項
の
発
効
時
期
｜
W
E
E
E
の
無
料
回
収
義
務
に
つ
い
て
は
指
令
発
効
後
五
年
を
経
過
後
、

R
o
H
S
に
つ
い
て
は
二

0
0

八
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
と
規
定
。

四

欧
州
議
会
第
一
読
会

欧
州
委
員
会
案
が
回
付
さ
れ
た
欧
州
議
会
は
二

0
0
0年
九
月
の
本
会
議
で
本
件
の
審
議
を
環
境
委
員
会
に
付
託
し
、
環
境
委
員
会

は
既
に
同
年
六
月
に
ラ
。
ホ
ル
ト
ゥ

l
ル
に
指
名
し
て
い
た
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
の
報
告
書
を
中
心
に
審
議
を
重
ね
た
。

二
O
O
一
年
四
月
二
四
日
、

（お）

一
時
間
半
以
上
に
及
ぶ
投
票
の
末
、
環
境
委
員
会
で
フ
ロ
レ
ン
ツ
報
告
書
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
環
境

委
員
会
で
の
採
択
を
受
け
、

翌
五
月
一
五
日
の
欧
州
議
会
本
会
議
に
於
い
て

W
E
E
E指
令
案
お
よ
び

R
o
H
S指
令
案
に
関
す
る
フ

ロ
レ
ン
ツ
報
告
書
が
第
一
読
会
の
投
票
に
付
さ
れ
た
。
各
々
の
指
令
案
に
つ
い
て
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
毎
に
修
正
案
（
W
E
E
E指
令
案
に

つ
い
て
は
計
一

0
0、
R
o
H
S指
令
案
に
つ
き
計
三
六
）

の
採
決
を
行
っ
た
後
、
両
指
令
案
共
に
全
体
と
し
て
賛
成
多
数
で
採
択
さ

れ
た
。

（紛）

こ
の
欧
州
議
会
第
一
読
会
で
の
修
正
の
結
果
は
以
下
の
通
り
と
な
っ
た
。

EUにおけるロビイング

①

R
o
H
S
の
法
的
根
拠
｜
環
境
委
員
会
の
段
階
で
一
旦
否
決
さ
れ
て
い
た

W
E
E
E
及
ぴ

R
o
H
S
の
法
的
根
拠
を
E
C条
約
一

七
五
条
に
統
一
す
る
と
い
う
修
正
案
を
縁
グ
ル
ー
プ
（
V
／

A
L
E）
が
本
会
議
の
場
に
再
度
提
出
し
た
が
、
大
多
数
（
挙
手
の
採

決
で
確
認
で
き
る
程
度
）

の
反
対
で
否
決
さ
れ
た
。

②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外
禁
止
例
外
リ
ス
ト
（
付
則
）
に
関
し
て
、
環
境
委
員
会
の
段
階
で
追
加
が
認
め
ら
れ
た
高
温
鉛

ハ
ン
ダ
及
ぴ
鉛
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
本
会
議
で
も
そ
の
ま
ま
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
「
圧
電
装
置
中
の
鉛
」
並
び
に
「
サ

l

記
憶
装
置
、
音
声
・
デ
l
タ
送
信
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
装
置
に
使
用
さ
れ
る
鉛
」
に
つ
い
て
も
禁
止
除
外
物
質
と
し
て
認
め
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1見

ら
れ
た
。
但
し
、
こ
う
し
た
禁
止
除
外
物
質
に
つ
い
て
は
技
術
水
準
の
変
化
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

他
方
、
当
初
案
の
「
実
験
施
設
の
水
銀
」
「
放
射
線
防
護
の
た
め
の
鉛
」
と
い
っ
た

R
o
H
S
と
の
直
接
的
な
関
連
性
の
薄
い
も

ゐ、
同岡

の
が
例
外
リ
ス
ト
か
ら
削
除
さ
れ
た
。

③
費
用
負
担
環
境
委
員
会
段
階
で
の
修
正
に
よ
っ
て
、

メ
ー
カ
ー
の
費
用
負
担
責
任
が
各
家
庭
の
玄
関
先
か
ら
生
じ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
が
、
本
会
議
に
於
い
て
も
こ
の
点
は
大
多
数
の
賛
成
で
認
め
ら
れ
た
。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
！
環
境
委
員
会
で
の
修
正
に
於
い
て
は
欧
州
委
員
会
当
初
提
案
に
比
し
て
一
O
%
程
度
の
上
乗
せ
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
に
対
し
て
環
境
派
お
よ
び
産
業
派
の
双
方
か
ら
修
正
案
が
本
会
議
に
提
出
さ
れ
た
。
環
境
派
か
ら
は
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
数
字
を
、

再
使
用
・
再
生
率
で
六
O
！
八
五
%
か
ら
七
O
｜
九
O
%
に
、
再
使
用
・
再
資
源
化
率
で
七
O
九
O
%
か
ら
八
O
九
五
%
に
、

そ
れ
ぞ
れ
環
境
委
員
会
段
階
の
数
字
か
ら
さ
ら
に
引
き
上
げ
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
他
方
、
産
業
派
（
ラ
。
ホ
ル
ト
ゥ

l
ル
の
フ

ロ
レ
ン
ツ
議
員
合
む
）

か
ら
は
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
引
き
下
げ
で
は
な
く
（
製
品
に
よ
っ
て
は
リ
サ
イ
ク
ル
率
を
引
き
上
げ
つ
つ
）

「
機
器
毎
の
平
均
を
と
っ
て
」
（
σ可

g
m
H
2
5唱
者
巳
m宮
田
〕
巾
吋
白
石
口
告
の
め
）

の
文
言
を
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
数
字
の
前
に
入
れ
る

こ
と
で
弾
力
的
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
結
局
、
環
境
派
及
び
産
業
派
双
方
の
修
正
案
共
に
大
多
数
で
否
決

さ
れ
、
リ
サ
イ
ク
ル
率
に
つ
い
て
は
環
境
委
員
会
の
段
階
で
の
修
正
の
と
お
り
採
択
さ
れ
た
。

ま
た
、
住
民
一
人
あ
た
り
の
収
集
目
標
に
つ
い
て
も
、
年
間
四
同
を
六
同
に
引
き
上
げ
る
修
正
案
が
採
択
さ
れ
た
。

⑤
発
効
時
期
！
R
o
H
S
の
発
効
時
期
に
つ
い
て
は
、
二
O
O
八
年
か
ら
二
O
O
六
年
へ
前
倒
し
と
な
り
、

W
E
E
E
の
発
効
時
期

に
つ
い
て
も
指
令
発
効
後
の
移
行
期
聞
が
五
年
か
ら
三

0
カ
月
へ
短
縮
さ
れ
た
。

W
E
E
E
の
移
行
期
間
に
関
し
て
は

フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
よ
り
、

メ
ー
カ
ー
の
凶
収
拠
点
で
収
集
さ
れ
た

W
E
E
E
の
費
用
負
担

責
任
の
発
効
時
期
ま
で
の
移
行
期
間
を
当
初
提
案
の
五
年
か
ら
三

0
カ
月
に
短
縮
し
た
段
落
と
各
家
庭
の
玄
関
先
か
ら
回
収
拠
点
ま
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で
の
収
集
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
メ
ー
カ
ー
が
全
部
も
し
く
は
部
分
的
に
費
用
負
担
責
任
を
負
う
と
い
う
段
落
は
分
割
採
決
に
付
さ

れ
る
べ
き
、

と
い
う
提
案
が
採
決
直
前
に
為
さ
れ
た
が
、
議
長
よ
り
分
割
採
決
の
提
案
は
議
事
規
則
上
の
期
限
ま
で
に
行
う
べ
き
で

あ
る
と
さ
れ
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

」
の
背
且
尽
に
は

フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
は
メ
ー
カ
ー
の
費
用
負
担
責
任
を
各
家
庭
の
玄
関
先
か
ら
と
す
る
こ
と
は
過
重
な
負
担
で
あ

り
回
収
拠
点
ま
で
は
消
費
者
が
運
搬
す
べ
き
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
お
り
、

メ
ー
カ
ー
の
費
用
負
担
を
回
収
拠
点
か
ら
と
す
る
代
わ

り
に
環
境
派
へ
の
妥
協
の
材
料
と
し
て
発
効
時
期
を
早
め
る
提
案
を
行
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
費
用
負
担
責
任
を
明
確
化
す

る
た
め
に
各
家
庭
の
玄
関
先
か
ら
同
収
拠
点
ま
で
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
も
の
の
、

そ
の
文
言
が
む
し
ろ
メ
ー
カ
ー
責
任
を

強
化
す
る
方
向
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
移
行
期
間
の
短
縮
を
取
り
下
げ
な
か
っ
た
の
は
、

（
複
雑
な
修
正
案
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
生
じ
た
）

エ
ラ
ー
で
あ
る
。

⑥
こ
の
他
に
両
方
の
指
令
案
に
罰
則
の
制
定
を
義
務
づ
け
る
新
条
項
屯

g
ω
E
g）
が
加
え
ら
れ
た
。

（前）

こ
の
結
果
を
受
け
、
欧
州
委
員
会
は
理
事
会
に
提
出
す
る
修
正
提
案
の
検
討
に
入
り
、
二

O
O
一
年
六
月
六
日
に
提
出
し
た
。
こ
の

修
正
提
案
は
欧
州
議
会
の
採
択
し
た
修
正
案
の
う
ち

W
E
E
E指
令
案
に
つ
い
て
計
八
二
の
修
正
案
の
う
ち
六
一
を
、

R
o
H
S指
令

EUにおけるロビイングP

案
に
つ
い
て
の
計
二
三
の
修
正
案
の
う
ち
一
四
を
、
そ
れ
ぞ
れ
全
て
も
し
く
は
部
分
的
に
受
け
入
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
欧
州
委

員
会
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
欧
州
議
会
側
の
修
正
案
は
、
暖
昧
ま
た
は
冗
漫
な
文
言
や
他
の
指
令
と
の
整
合
性
が
と
れ
な
い
も
の
等
で

あ
り
、
基
本
的
に
は
欧
州
議
会
側
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。

五

理
事
会
審
議
か
ら
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
採
択
へ

二
O
O
一
年
六
月
七
日
の
環
境
相
理
事
会
（
於
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）

は
、
両
指
令
案
に
基
本
的
な
合
意
を
与
え
た
。
こ
の
基
本
合
意
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説

（
∞
加
）

に
基
づ
く
文
言
の
詰
め
を
行
っ
た
後
に
、
二

O
O
一
年
一
二
月
一

O
日
に
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
採
択
さ
れ
た
。

W
E
E
E
に
つ
い
て
は

当
初
案
の
二

条
（
情
報
提
供
）
と

一二
条
が

（報
告
義
務
）
が

一つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
欧
州
議
会
の
修
正
案
で
加
え
ら
れ
た
罰

論

則
条
項
が
独
立
し
た
新
条
文
と
さ
れ
た
た
め
両
指
令
案
と
も

一
条
ず
つ
増
え
、
結
果
と
し
て

R
o
H
S
が
全
一

一
条
と
な
り
、

E
E
は
全
一
七
条
の
ま
ま
と
な
っ
た
。

こ
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
内
容
は
、

主
な
点
に
つ
き
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。

①

R
o
H
S
の
法
的
根
拠

E
C条
約
九
五
条
の
ま
ま
と
す
る
必
要
性
が
明
言
さ
れ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク
は
現
行
規

制
が
よ
り
厳
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
降

」
の
点
は
事
実
上
争
点
と
な
ら
な
く
な
っ
た
。

②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外
l
禁
止
例
外
リ
ス
ト
（
付
則
）
中
に
高
温
鉛
ハ
ン
ダ
及
び
鉛
ガ
ラ
ス
の
追
加
等
の
修
正
を
行
い
、

結
果
と
し
て
水
銀
四
、
鉛
一

の
計
九
品
目
に
つ
き
規
定
が
置
か
れ
た
。

カ
ド
ミ
ウ
ム

て

六
価
ク
ロ
ム

③
費
用
負
担
｜
「
個
別
負
担
も
し
く
は
共
同
負
担
」
と
規
定
。
共
同
負
担
に
対
し
て
は
行
政
（
特
に
廃
棄
物
処
理
に
あ
た
る
各
国
の

自
治
体
）
は
賛
成
し
て
い
た
が
、

責
任
と
負
担
の
関
係
が
暖
昧
と
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

産
業
側
（
メ
ー
カ
ー
、

リ
サ
イ
ク
ル
業

者
）
、
環
境
N
G
0
・
消
費
者
団
体
が

一
致
し
て
反
対
に
回
っ
た。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
｜
ほ
ぽ
当
初
案
に
戻
し
、
再
使
用
・
再
生
率
で
五

O
｜
七
O
%に
、
再
使
用
・
再
資
源
化
率
で
七

O
｜
八

O
%と

低
く
設
定
し
た
。
さ
ら
に
、

リ
サ
イ
ク
ル
制
度
構
築
の
遅
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
最
長
二
年
の
猶
予
期

聞
を
設
定
し
た
。
ま
た
、

住
民

一
人
あ
た
り
の
収
集
目
標
に
つ
い
て
も
、
年
間
四
阿
に
戻
し
た
。

⑤
各
粂
項
の
発
効
時
期
｜
R
o
H
S
の
施
行
時
期
を
「
遅
く
と
も
二
O
O七
年

一
月

一
日
ま
で
に
」
と
し
た
。
当
初
提
案
が
二

O
O

八
年
、
欧
州
議
会
修
正
案
が
二

O
O六
年
、
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
二

O
O七
年
と
い
う
変
遷
を
経
た
わ
け
で
あ
る
。

w 
E 
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W
E
E
E
に
つ
い
て
は
、
分
別
収
集
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
費
用
負
担
義
務
に
つ
い
て
は
三

0
カ
月
、
住
民
一
人
あ
た
り
の
収
集

目
標
達
成
に
つ
い
て
は
っ
一
六
カ
月
、

と
個
別
に
発
効
時
期
を
設
定
し
た
。

リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
率
目
標
に
つ
い
て
は
四
六
カ
月
、

⑥
以
上
に
加
え
、
中
小
企
業
（
年
商
二

O
O万
ユ
l
ロ
未
満
、
従
業
員
一

O
人
未
満
）
に
対
す
る
費
用
負
担
義
務
を
最
長
五
年
間
免

除
す
る
条
項
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
小
規
模
の
事
業
者
が
多
い
加
盟
国
の
意
向
が
働
い
た
も
の
で
あ
る
。

同
年
二
一
月
一
二
日
、
欧
州
委
員
会
は
こ
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
多
く
の
点
で
当
初
提
案
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

（的）

て
、
「
基
本
的
に
同
意
」
す
る
旨
の
コ
メ
ン
ト
を
公
表
し
た
。
た
。
但
し
、

R
o
H
S
の
施
行
時
期
の
「
遅
く
と
も
」
と
い
う
文
言

に
つ
い
て
は
、
規
制
の
統
一
性
が
害
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
反
対
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
。
こ
れ
は
、
直
前
に
発
出
さ
れ
た
日
米
欧

（卯）

メ
ー
カ
ー
に
よ
る
共
同
意
見
書
の
指
摘
し
た
最
重
要
の
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。

欧
州
議
会
第
一
一
読
会

二
O
O
一
年
一
二
月
一
つ
百
に
欧
州
議
会
本
会
議
に
於
い
て
、

理
事
会
か
ら
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
回
付
が
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
、
環
境

委
員
会
に
審
議
が
付
託
さ
れ
た
。
二

O
O二
年
二
月
一
九
日
、
環
境
委
員
会
は
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
の
報
告
書
案
を
基
に
討
議
を
開
始
し
、

EUにおけるロビイング

採翌
択三
し月
た日二

日
σ〉
1込
Zミ
A 
下I

於

て

W
E
E
E
に
つ
き
六
七
の
修
正
案
を
合
む
形
で
フ
ロ
レ
ン
ツ
報
告
書
を

R
o
H
Sに
つ
き
一
二
、

こ
の
環
境
委
員
会
の
段
階
の
審
議
で
は
、
第
一
読
会
で
の
修
正
案
の
繰
り
返
し
も
含
め
、
新
た
に
幾
つ
か
の
重
要
な
修
正
が
施
さ
れ

た。②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外
！
既
販
品
の
再
使
用
お
よ
び
修
理
を
促
進
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
再
使
用
製
品
お
よ
び
ス
ペ
ア

パ
ー
ツ
に
は

R
o
H
Sを
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
条
項
を
追
加
し
た
。
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説

例
外
リ
ス
ト
（
付
則
）
に
つ
い
て
は
、
高
温
鉛
ハ
ン
ダ
の
項
か
ら
「
八
五
%
以
上
の
鉛
を
含
有
す
る
錫
鉛
合
金
ハ
ン
ダ
」
と
す
る

定
義
を
、
「
よ
り
環
境
に
優
し
い
技
術
革
新
を
促
進
す
る
た
め

［
部
品
の
細
か
な
定
義
付
け
は
不
要
］
」
と
い
う
理
由
で
削
除
。
ま

三ム
ロ冊

た
「
サ
ー
バ
ー
、

ス
ト
レ
ー
ジ
・
ア
レ
イ
（
印

Z
E
m巾
向
日
三
中
の
鉛
」
の
項
か
ら
「
二
O
一
O
年
ま
で
例
外
を
認

記
憶
装
置
、

め
る
」
と
の
文
言
を
削
除
。

③
費
用
負
担
｜
佃
別
賞
担
も
し
く
は
共
同
負
担
の
双
方
を
認
め
る
。
処
理
（
六
条
一
項
）
に
際
し
て
は
「
最
高
水
準
な
E
gーぇー

同
町
。

ωえ）

の
技
術
」
を
用
い
る
と
い
う
文
言
の
挿
入
。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
｜
第
一
読
会
で
の
修
正
時
と
ほ
ほ
同
様
に
一
O
%
程
度
再
度
の
引
き
上
げ
。
住
民
一
人
あ
た
り
の
分
別
収
集
円
標

に
つ
い
て
も
年
間
六
均
に
再
度
修
正
。

⑤
各
条
項
の
発
効
時
期
I
R
o
H
S
の
発
効
時
期
を
「
二
O
O
六
年
一
月
一
日
ま
で
に
」
と
明
記
し
た
。

W
E
E
E
に
つ
い
て
は
、
分
別
収
集
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
ぴ
費
用
負
担
義
務
に
つ
い
て
は
コ
一
0
カ
月
、
住
民
一
人
あ
た
り
の
収
集

目
標
達
成
お
よ
び
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
率
目
標
に
つ
い
て
「
二
O
O
五
年
二
一
月
二
二
日
ま
で
に
」
と
期
日
を
明
記
。
（
事
実
上
前
倒

し。）

⑥
川
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
加
え
ら
れ
た
中
小
企
業
条
項
に
つ
い
て
は
「
環
境
政
策
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
」
「
一
O
人
以
上
の
企
業
に

と
っ
て
は
む
し
ろ
人
員
削
減
の
誘
閃
に
も
な
る
」
と
い
う
理
由
で
全
部
削
除
。

ω
W
E
E
E
の
定
義
（
三
条
b
項
）
中
の
「
廃
棄
時
に
製
品
の
部
分
で
あ
る
全
て
の
部
品
・
下
位
部
分
品
（
印
ロ
σ12月
B
E
－－

消
耗
品
（

gロ
25mwσ

－2）
を
含
む
」
か
ら
傍
線
部
を
削
除
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
特
に
消
耗
品
に
関
す
る
費
用
負
担
責

任
の
拡
大
を
意
味
す
る
。

同
新
た
な
条
文
と
し
て
製
品
デ
ザ
イ
ン

（W
E
E
E
四
条
）
が
加
わ
り
、

「（

a
）
製
品
全
体
も
し
く
は
部
分
（
部
品
・
下
位
部
分
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品
・
消
耗
品

の
再
使
用
、

（b
）
再
使
用
可
能
な
も
し
く
は
再
使
用
さ
れ
た
部
品
・
下
位
部
分
品
・
消
耗
品
と
共
に
使
用
で
き
る

こ
と
、

の
双
方
を
妨
げ
な
い
よ
う
」
製
品
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
メ
ー
カ
ー
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
特
に
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
）
を
狙
い
撃
ち
に
し
た
も
の
で
、

（

幻

）

プ
リ
ン
タ
ー
・
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
再
生
販
売
（
月
1
2
5
業
者
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
効
を
奏
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
新
条
文
と

（
川
町
）

の
禁
止
を
趣
旨
と
す
る
一
文
が
加
え
ら
れ
た
。

」
の
製
品
デ
ザ
イ
ン
の
条
項
は
プ
リ
ン
タ
ー
－
メ
ー
カ
ー

関
連
し
て
前
文
中
に
も
い
わ
ゆ
る
ク
レ
パ

l
・
チ
ッ
プ
（
E

己
の
認
可

n
E宮ミ）

ω
W
E
E
E
に
新
た
な
条
文
（
一
六
条
）
と
し
て
「
施
行
」
（
開

E
2
2
5
2昨
）
条
項
が
加
、
え
ら
れ
た
。
こ
の
条
文
挿
入
に
つ
い

て
は

E
L
V指
令
の
施
行
状
況
が
影
響
し
て
い
た
。

こ
の
環
境
委
員
会
で
の
採
択
を
受
け
、
本
会
議
に
向
け
た
利
害
関
係
者
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
も
活
発
化
し
た
。
家
電
及
び
関
連
メ
l

（
川
叫
）

カ
l
は
消
耗
品
に
関
す
る
文
言
の
修
正
を
重
視
し
、
共
同
意
見
書
を
視
覚
的
な
ビ
ラ
と
し
て
議
会
関
係
者
に
配
布
し
た
。

同
年
四
月
九
日
に
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
で
聞
か
れ
た
欧
州
議
会
の
午
前
の
本
会
議
で
両
指
令
案
に
関
す
る
H
ぽ
後
の
審
議
が
行
わ
れ
、

般
傍
聴
席
に
多
く
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
が
注
視
す
る
中
、
午
後
に
両
指
令
案
は
採
決
に
付
さ
れ
た
。

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果
、

W
E
E
E
に
つ

フ
ロ
レ
ン
ツ
報
告
書
に
合
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
合
め
、

R
o
H
S
に
つ
き
九
、

EUにおけるロビイング

き
四
六
の
修
正
案
を
含
む
形
で
両
指
令
案
の
欧
州
議
会
第
一
一
読
会
が
終
了
し
た
。
こ
の
結
果
、
環
境
委
員
会
段
階
の
修
正
に
以
下
の
変

（
川
町
）

更
が
加
え
ら
れ
た
。

②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外
例
外
リ
ス
ト
（
付
則
）
に
つ
い
て
は
環
境
委
員
会
段
階
の
修
正
を
削
除
。

⑥
（
二
）
消
耗
品
に
つ
い
て
は
「
廃
棄
時
に
製
品
の
部
分
で
あ
る
」
と
い
う
限
定
の
文
言
が
復
活
し
、

メ
ー
カ
ー
の
意
向
が
通
る
形
と

な
っ
た
。
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欧州委員会当初案（20日日年6月13日）

① Ro HSの法的根拠←EC条約95粂（域内市場の確立に向けた法規の調和）を法的根拠。

ニ・I>、ち＂
”岡 阿見

② Rol!Sによる禁止の例外 禁止例外リスト（付UJJ) として水銀4、鉛4、カドミウム 3、六価クロ
ムl、の12の用途。

③ 費用負tH 分別凶収の条項の規定に基づき「各家庭からのWEEEの無料同収を保障する」制度の構
築を加盟国に義務づけ。既存の全てのメーカーが分担して負担することを規定。

④ リサイクノレ率 再使用・再資源化率で60～80%以上、再使用・再生率で50～75%以 l。
⑤ 各条項の発効時期 WEEEの無料阿収義務については指令発効後5年後、 RoHSについては2008年

1月1日より施行。

欧州議会第一読会（2001年 5月15日）

① Rol!Sの法的根拠 WEEE及ぴRoHSの法的根拠 EC条約175条に統一するという修正案を舌決。
② Ro HSによる禁止の例外 高温鉛ハンダ及ぴ鉛ガラス他を禁止除外物質に追加。
③ 費用負担←メーカーの費用負担責任は各家庭の玄関先から牛じることとされた。

④ リサイクノレ率一再使用・再資源化率で70～90%に、再使用・再生半で60~85%に上乗せ。住民一人あ

たりの収集目標についても、年間Ogを6kgに引き｝げ。

⑤ 発効時期 Ro HSの発効時期について2008年から2006年へllil倒し。 WEEEの発効時期についても指
令発効後の移行期間が5年から30カ月へ短縮。

⑥ 両方の指令案に罰則の制定を義務づける新条項。

理事会の共通ポジション（2001年12月10日）

① Ro HSの法的恨拠 EC条約95条のまま。スウェーデンとデンマークのより厳しい現行規制を認める

ことを確認。

③ 費用負担個別負却もしくは共同負担。
④ リサイクノレ率 再使用・再資源化率で70-80%、再使用・再生率で50～70%に。ギリシャとアイノレラ
ンドについては更に最長三年の猶予期間を設定。住民ー人あたりの収集目標についても年間4kgに戻

す。

⑤ 各条項の発効時期 Ro HSの施行時期を「遅くとも2007年1月inまでに」と規定。 WEEEの発効
時期1は伺別に規定。

⑥ 中小企業条項の新設。

欧州議会第二読会（環境委員会段階）

② Ro HSによる禁止の例外 円使用製品およびスベアパ ツにはRoHSを適用しない条項を追加。
③費用負組側別負組もしくは共Jn］負担の双方を認める。処哩の際の「最両水草」（state-of-the-art）。
④ リサイクノレ率 第一読会での修正時とほぼ同様に10%科度再度引きlげ。住民一人あたりの分別収集
目標についても年間6kgに再度修正。

⑤ 各条項の発効時期 Ro HSの発効時期を「2006年 1月1日までに」と明記。 WEEEについては、期
日を明記する等により事実上1jij倒し。

⑥ (l)•J•小企業条項については全部削除。

(2)WEEEの定義中の「廃棄時の製品に部分である全ての部分・ド｛企部分品（sub-assembly）・消耗品

(cousumables）を合む」から下線部を削除。
(3）新たな条文として「製品デザインJおよび「施行Jが加わる。
欧州議会第二説会（2002年 4月 9日）

② Ro HSによる禁止の例外例外リスト（付則）については環境委員会段階の修正を削除。
⑥（2）消耗品については「廃棄時に製品の部分であるJとし寸限定の文言が復活。

調停委員会（2目目2年12月 5日）

③費用負担処理（ 6条1項）の文言を［故品水準」（Stateof the arけから BAT(Best Available 
Techniques）に置き換え。

④ リサイクノレ率 理事会側の志向に沿う形で決荷。住民一人あたりの分別収集目標は年間6kg。

⑤ 各条項の発効時期 各々につき妥協的な期日設定。

⑥ (3）製品デザインの条文を再構成。

(4) 16条が「施行jから「監察およぴモニタリング」 (Inspection and monitoring）に名称変更され、

条文が犬幅に簡略化。

［表2] WEEE/RoHS指令の主な争点
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七

調
停
委
員
会
で
の
合
意

事
前
に
非
公
式
の

E
U
コ
一
機
関
間
協
議
（
円
三
色
。
m
z
g
を
一
二
回
重
ね
た
後
の
二

O
O
二
年
九
月
一
一
一
日
、

理
事
会
と
欧
州
議
会
に

よ
る
調
停
委
員
会
の
最
初
の
会
合
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
三
機
関
間
協
議
を
経
た
後
、
再
度
一

O
月一

O
日
に
開
催
さ
れ
た
調
停
委
員

（%） 

翌
一
一
日
未
明
に
な
っ
て
よ
う
や
く
基
本
合
意
に
達
し
た
と
い
う
。

会
の
会
合
は
一

0
時
間
以
上
に
及
び
、

法
的
な
整
合
性
や
文
言
の
明
確
化
以
外
に
、
最
後
ま
で
実
質
的
な
争
点
と
な
っ
た
点
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

②

R
o
H
S
に
よ
る
禁
止
の
例
外
例
外
リ
ス
ト
に
加
え
る
こ
と
を
再
検
討
す
る
対
象
か
ら
オ
ク
タ
B
D
E
が
除
か
れ
る
。
（
デ
カ
B

D
E
は
そ
の
ま
ま
。

③
費
用
負
担

i
処
理
（
W
E
E
E
六
条
一
項
）

の
文
言
が
、

「
最
高
水
準
」

G
E
Z
E丘
E
F
φ
m
E）
か
ら
B
A
T
（
∞
命
的
同

〉
〈
山
口
目

出

σ－
巾
叫
，

R
F
E
D
c
o
m）
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

④
リ
サ
イ
ク
ル
率
｜
理
事
会
側
の
意
向
に
沿
う
形
で
決
着
し
、
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
時
の
低
い
数
字
に
な
っ
た
。
住
民
一
人
あ
た
り
の

分
別
収
集
目
標
に
つ
い
て
も
年
間
六
同
に
再
度
修
正
。

⑤
各
条
項
の
発
効
時
期

R
o
H
S
の
施
行
時
期
を
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
欧
州
議
会
修
正
案
と
の
中
聞
を
取
っ
て
「
二

O
O六
年
七

EUにおけるロビインク。

月
一
日
ま
で
に
」
と
し
た
。

W
E
E
E
に
つ
い
て
は
、
分
別
収
集
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
費
用
負
担
義
務
に
つ
い
て
は
モ

0
カ
月
（
欧
州
議
会
側
の
修
正
案
通

り
て
住
民
一
人
あ
た
り
の
収
集
目
標
達
成
お
よ
び
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
率
目
標
に
つ
い
て
は
「
二

O
O六
年
一
二
月
二
二
日
ま
で
に
」

と
欧
州
議
会
修
正
案
を
一
年
先
送
り
で
決
着
。

⑥
削
製
品
デ
ザ
イ
ン
｜
条
文
が
再
構
成
さ
れ
、
再
使
用
に
関
し
て
は
「
：
・
環
境
保
護
や
安
全
性
等
の
他
の
利
点
が
大
き
く
上
回
る
場

A
口
を
除
い
て
、
特
定
の
デ
ザ
イ
ン
や
生
産
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、

W
E
E
E
の
再
使
用
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
」
と
い
う
文
言
に
変
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説

更
さ
れ
た
。

ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
は
、
利
便
性
を
図
る
ス
マ
ー
ト
チ
ッ
プ
（

EmE同三
n
E宮
ョ
）
に
つ
い
て
は
一
部
の
カ
l
ト
リ
ッ

ラ企～
長冊

ジ
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
再
使
用
を
不
可
能
に
す
る
ク
レ
パ

l
・
チ
ッ
プ
の
組
み
込
み
に
つ
い
て
は
否
定
し
、

ウ
ン
タ
l
・
ロ
ビ
イ
ン
グ
を
か
け
た
。
こ
の

H
P
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
関
し
て
は
、

H
P
が
重
要
な
取
引
先
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
化
学
工

業
の
意
を
受
け
て
、
独
政
府
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
回
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

凶

W
E
E
E
一
六
条
が
「
施
行
」
か
ら
「
監
察
お
よ
ぴ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
（
日
ロ
告
R
F）
ロ
山
口
己

E
O三円
2
E
m）
に
名
称
変
更
さ

れ
、
条
文
が
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
た
。

最
終
的
に
二

O
O二
年
二
一
月
五
日
に
ま
と
ま
っ
た
調
停
委
員
会
案
に
つ
き
、

理
事
会
側
は
一
二
月
一
六
日
の
農
水
相
理
事
会
で
承

認
、
欧
州
議
会
側
で
は
二
一
月
一
八
日
の
本
会
議
に
於
い
て
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
W
E
E
E
お
よ
び
R
o
H
S指
令

は
、
二

O
O三
年
二
月
一
一
月
一
三
日
に
官
報
に
掲
載
さ
れ
発
効
し
た
。
［
表
2
］

八

括

W
E
E
E／
R
o
H
S指
令
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
、
三
つ
の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

第

E
U
の
ガ
パ
ナ
ン
ス
の
観
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
先
行
し
た
E
L
V指
令
制
定
の
際
に
産
業
界
と
の
全
面
対
決
に
陥
っ
た
反
省
か
ら
、
欧
州
委
員
会
環
境
総
局
の
起
草
過
程
に

変
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
利
害
関
係
者
特
に
家
電
メ
ー
カ
ー
や
関
連
メ
ー
カ
ー
と
の
諮
問
の
あ
り
方
が
改
善
さ
れ
、

現
在
の
技
術
水
準
に
照
ら
し
て
よ
り
現
実
的
な
規
定
ぷ
り
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

E
L
V指
令
の
際
に
は
同
一
の
指
令
に
盛
り

込
ま
れ
た
リ
サ
イ
ク
ル
と
危
険
物
質
使
用
禁
止
が
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
ケ
l
ス
で
は
二
つ
の
指
令
に
分
け
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
も
画 カ
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期
的
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
欧
州
議
会
の
審
議
に
関
し
て
も
、
専
門
知
識
の
水
準
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

フ
ロ
レ
ン
ツ
議

（

鮒

）

員
が
E
L
V
に
引
き
続
い
て
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
ラ
ボ
ル
ト
ゥ

l
ル
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
既
に
一
定
の
専
門
知
識
も
あ
り
、
ロ
ビ
イ
ス

（
川
町
）

ト
を
含
め
た
外
部
の
専
門
家
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
も
相
当
に
慣
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
立
法
過
程
に
関
与
す
る
ア
ク
タ
ー
の
聞
に

一
種
の
「
政
策
共
同
体
」
（
宮
］
－

Q
S
E
E
S－31）
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
も
三

第
二
に
E
U
の
環
境
政
策
の
観
点
で
あ
る
。

E
L
V指
令
の
執
行
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
状
況
の
中
で
並
行
し
て
立
法
作
業
が
行
わ
れ
た
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
に
つ
い
て
は
、

指
令
制
定
後
の
実
効
的
な
執
行
を
担
保
す
る
べ
く
、
両
指
令
に
「
罰
則
」
が
、
さ
ら
に

W
E
E
E指
令
に
は
「
監
察
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
」
の
条
文
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
し
か
し
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
場
合
に
は
E
L
V以
上
に
そ
の
執
行
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

W
E
E
E指
令
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
リ
サ
イ
ク
ル
の
シ
ス
テ
ム
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
（
南
欧
諸

国
の
中
に
は
冷
蔵
庫
の
フ
ロ
ン
で
す
ら
回
収
せ
ず
大
気
中
に
放
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
が
現
状
と
い
う
。
）
ま
た
、

R
o
H
S
 

指
令
に
つ
い
て
は
電
子
・
電
気
機
器
を
全
般
的
に
対
象
と
し
た
こ
と
に
よ
る
実
現
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

（
中
国
製
が

EUにおけるロビイング

多
い
）
玩
具
に
つ
い
て
、
顔
料
に
含
ま
れ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
含
ま
れ
る
禁
止
難
燃
剤
を
微
量
と
も
含
む
も
の
を
全
て

（削）

輸
入
禁
止
に
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

第
三
に
、
域
外
諸
国
と
の
相
互
作
用
の
観
点
で
あ
る
。

家
電
産
業
の
場
合
に
は
、
自
動
車
の
場
合
と
は
異
な
り
、
欧
州
、
米
国
、

日
本
が
別
々
に
項
上
団
体
を
形
成
し
て
E
Uと
パ

l
ゲ
ニ

ン
グ
す
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
に
と
っ
て
も
よ
り
戦
略
の
自
由
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
場
合
に
は
、
米
国
の
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
が
狙
い
撃
ち
に
さ
れ
た
。
プ
リ
ン
タ
ー
－
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説

メ
ー
カ
ー
に
対
し
て
は
、
「
本
体
の
価
格
を
安
く
設
定
し
て
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
儲
け
る
」
手
口
に
対
す
る
不
満
が
背
景
に
あ
り
、
最
大

子
の

H
P
が
標
的
に
な
っ
た
。
英
国
の
再
生
版
売
（
吋
巾
店
］
）
業
者
は
環
境
派
も
昧
方
に
付
け
て
、

い
わ
ば
単

一
争
点
で
こ
の
条
項
を

三h
H冊

挿
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、

H
P側
も
ド
イ
ツ
企
業
を
味
方
に
付
け
て
カ
ウ
ン
タ
ー
－
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
出
て

一
定
の
成
果
を
収
め

た
。
こ
れ
は
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
合
従
連
衡
も
複
雑
に
な
っ
て
い
る
一
例
で
あ
る
。

他
方
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
日
本
が
先
行
（
二

O
O
一
年
四
月
に
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
施
行
）
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の

E
U
の
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
に
対
し
て
は
、

む
し
ろ
J
B
C
E
や
日
系
企
業
を
通
し
て
日
本
の
経
験
が
相
当
の
影
響
を
与
え
た
よ
う

で
あ
る
。
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
日
本
の
技
術
水
準
の
高
さ
と
も
相
ま
っ
て
、
こ
の
分
野
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
設

定
に
関
し
て
主
導
的
な
役
割
を
担
い
得
る
立
場
に
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

四

む
す
ぴ
に

本
稿
で
は
、
廃
自
動
車
（
E
L
V）
指
令
お
よ
び
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

（W
E
E
E／
R
o
H
S）
指
令
の
二
つ
を
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ

ィ
ー
と
し
て
、
主
に
業
界
団
体
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
と
そ
れ
が
E
U
で
の
立
法
過
程
に
与
、
え
た
影
響
を
分
析
し
て
き
た
が
、
最
後
に
コ
一
つ
の

問
題
意
識
に
沿
っ
て
、
結
論
的
な
考
察
を
行
い
た
い
。

第
一
に

E
U
の
ガ
パ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
諸
点
で
あ
る
。

E
U
で
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
関
す
る
実
践
指
南
は
、
欧
州
委
員
会
が
最
も
重
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
り
、
早
期
に
対
応
す
る
こ
と
の
重

（
剛
山
）

要
性
を
説
く
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の

E
L
V指
令
に
対
す
る
立
ち
遅
れ
と
、
家
電
メ
l

カ
ー
の
早
期
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
と
そ
の
成
果
（
特
に

W
E
E
E指
令
／
R
o
H
S指
令
と
い
う
二
本
立
て
と
な
っ
た
こ
と
）

の
著
し
い
対

照
か
ら
も
妥
当
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
他
の
総
局
と
は
異
な
る
行
政
文
化
を
持
つ
環
境
総
局
が
産
業
界
と
の
聞
で
も
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少、 ーー寸

元狸カf 事日比
官的

坊主か E
も（
しえ
れ E
な与
し当面5
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ω 
0 
()q 
己。
の
経
験
を
深
め
、
環
境
政
策
分
野
で
の
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
確
立
し
て
き
た
と
言
つ

理
事
会
に
つ
い
て
は
、

E
U
の
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
本
来
で
あ
れ
ば
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
中
心
的
な
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ

る
が
、
実
際
に
は
山
加
盟
国
の
政
治
的
決
定
が
そ
れ
ぞ
れ
の
首
都
で
行
わ
れ
、
そ
の
全
て
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と

い
う
地
理
的
な
制
約
、

ω産
業
界
や

N
G
O等
の
個
別
の
利
害
が
、
加
盟
国
の
多
数
の
国
益
と
合
致
す
る
こ
と
は
稀
と
い
う
機
能
的
な

の
二
点
か
ら
、
外
部
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
難
し
い
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
に
於
い
て
も
C
O
R
E
P
E
R
や

制
約
、
理
事
会
の
作
業
部
会
（

4
5岳
山
口
問
℃

R
t
g）
に
対
す
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
は
現
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、

（削）

成
は
難
し
く
む
し
ろ
「
拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー
」
と
し
て
利
用
す
る
戦
略
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

理
事
会
の
中
で
の
多
数
派
形

一
九
九
二
年
当
時
に
は
「
欧
州
議
会
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
す
る
の
で
は
な
く
、
欧
州
議
会
を
通
し
て
欧
州

（悶）

委
員
会
と
理
事
会
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
す
る
の
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
ほ
ど
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
重
要
性
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

欧
州
議
会
に
つ
い
て
見
る
と

し
か
し
、
共
同
決
定
権
限
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、

そ
の
影
響
力
も
拡
大
す
る
一
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
対
象
と
し
て

EUにおけるロビイング

も
重
要
性
を
増
す
一
方
で
あ
る
。
九

0
年
代
半
ば
に
な
っ
て
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
を
規
制
す
る
施
策
が
取
ら
れ
た
の
も
、

（附）

議
会
に
対
す
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
活
発
化
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
欧
州

と
り
わ
け
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
既
に
部
分
的
に
共
同
決
定
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
環
境
や
消
費
者
政
策
の
分
野
で
は
、
欧
州

議
会
側
の
立
法
関
与
の
経
験
も
蓄
積
し
、
実
効
的
な
影
響
力
を
及
ぽ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
欧
州
議
会
の
任
期
は
五
年
で
解
散
が
な

く
、
改
選
率
も
約
四
割
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
議
員
の
中
に
は
相
当
の
専
門
知
識
を
持
つ
も
の
も
増
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
リ
サ
イ
ク
ル
指
令
の
ラ
ボ
ル
ト
ゥ

l
ル
を
つ
と
め
た
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
白
身
の
専
門
性
に
は
些
一
か
疑
問
も

残
る
が
、
環
境
委
員
会
に
つ
い
て
見
れ
ば
ジ
ャ
ク
ソ
ン
委
員
長
（
門
司
♀
吉
巾
』

R
W
E
D）
等
は

E
U
関
係
者
か
ら
一
目
置
か
れ
る
存
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説

在
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
欧
州
議
会
の
段
階
の
修
正
は
、
欧
州
委
員
会
で
の
起
草
時
や
理
事
会
の
共
通
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
採
択
時
と
は
異

二／入
両岡

な
り
、
な
お
部
分
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、

（削）

ニ
ッ
チ
を
狙
っ
た
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
効
果
的
と
も
言
え
る
。

「
製
品
デ
ザ
イ
ン
」
の
条
項
挿
入
の
よ
う
な
、

E
U
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
専
門
知
識
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
、
政
治
行
動
委
員
会

（胤）

（P
A
C）
を
中
心
と
し
た
資
金
提
供
に
よ
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
主
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
と
対
比
す
る
論
者
も
多
い
。
と
は
い
え
、

次
に
、

一
一
万
点
を
超
え
る
自
動
車
の
部
品
や
、
時
と
し
て
メ
ー
カ
ー
で
さ
え
生
産
チ
ェ
ー
ン
を
把
握
し
き
れ
な
い
家
電
製
品
の
部
品
に
つ
い
て
、

四
物
質
を
原
則
的
に
使
用
禁
止
と
し
た
場
合
の
代
替
物
質
の
有
無
に
つ
い
て
の
専
門
知
識
は
い
ず
れ
に
し
ろ
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た

専
門
知
識
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
精
査
の
作
業
に
つ
い
て
見
る
と
、

日
本
で
は
所
管
官
庁
の
審
議
会
や
原
課
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
段
階
で
為
さ

れ
る
も
の
が
多
く
、
米
国
で
は
議
会
の
委
員
会
レ
ベ
ル
の
マ

l
ク
ア
ッ
プ
（

E
R
r－己主

の
段
階
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

E
U
に

つ
い
て
は
意
思
決
定
が
多
中
心
（
自
己
己
〈

2
5）
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
政
策
形
成
が
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
よ
る
外
部
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ

ト
に
実
質
的
に
依
存
し
て
い
る
構
造
が
指
摘
で
き
る
。

第
二
の

E
U
の
環
境
政
策
に
関
す
る
諸
点
に
移
ろ
う
。

E
U
は
政
策
を
執
行
す
る
た
め
の
手
足
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
機
関
で
あ
り
、
環
境
政
策
に
つ
い
て
も
そ
の
執
行
は
加
盟
国
政
府
・

自
治
体
に
負
っ
て
い
る
。
外
部
の
観
察
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
環
境
に
関
す
る
指
令
等
の
執
行
を
加
盟
国
が
必
ず
し
も
遵
守
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
義
務
不
履
行
の
著
し
い
ケ
l
ス
に
つ
い
て
の
み
欧
州
委
員
会
が
欧
州
司
法
裁
判
所
に
訴
え
る
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
で
は
、

E
U
の
環
境
政
策
を
評
価
す
る
場
合
、
指
令
の
文
芸
一
口
を
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
そ
の
理
念
か
ら
だ
け
判
断

す
る
の
で
は
な
く
、
各
国
で
の
執
行
状
況
や
履
行
義
務
違
反
等
に
対
す
る
判
例
や
罰
則
を
含
め
て
評
価
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
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（附）
う
。
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
の
ケ

l
ス
で
は
、

E
L
V指
令
制
定
前
か
ら
既
に
各
国
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
実

効
的
な
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
従
っ
て
加
盟
国
で
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
執
行
は

遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
ケ

l
ス
で
は
、

ほ
と
ん
ど
新
規
に
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
も
あ
り
、

W
E
E
E指
令
の
執
行
に
関
し
て
は
事
態
は
一
層
悲
観
的
で
あ
る
。

ま
た
、

E
U
レ
ベ
ル
の
環
境
政
策
の
立
案
は
環
境
総
局
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

E
U
の
政
策
論
議
は
理
念
先
行
型
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
場
で
も
魅
力
的
な
モ
デ
ル
を
形
成
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
現
在
の
と
こ
ろ
前
述
の

ぎ罰；ゴ（行
つ。!!Qの
赤
~市

子
L一

日
℃ 

巾

s 
([) 

ロrt 
巳3
rt 。
ロ
0. 
巾
ド＋、

の
F→』

と
表
裏
一
体
の
関
係
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
一
層
の
精
査
が
必
要

第
三
に
、
域
外
諸
国
と
の
相
互
作
用
の
観
点
で
あ
る
。

あ
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
れ
ば

グ
（

EM凶℃
円
）

E
m）
を
行
い
、

ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
に
際
し
て
は
、
ま
ず
利
害
関
係
者
の
位
置
を
定
め
る
マ
ッ
ピ
ン

（山）

そ
れ
か
ら
合
従
連
衡
の
可
能
性
を
探
っ
て
戦
略
を
立
て
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
ケ

l
ス
で
は
大
き
く
様
相
が
異
な
っ
た
で
あ

EUにおけるロビイング

ろ、
7
0
E
L
V指
令
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
自
動
車
メ
ー
カ
ー
対
環
境
派
の
図
式
が
堅
固
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

W
E
E
E／
R
 

o
H
S指
令
の
場
合
に
は
、
家
電
メ
ー
カ
ー
と
環
境
派
が
共
通
の
利
益
を
見
出
す
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、

メ

カ

グ〉

中

に
も
主
力
製
品
に
よ
っ
て
相
当
に
利
害
の
違
い
が
存
在
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
が
利
し
た
こ
と
も
あ
り
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
日
本
企
業
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
は
か
な
り
の
成
果
を
収
め
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
ま
ず
川
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
で
J
B
C
Eを
中
心
と
し
た
体
制
を
整
え
て
い
た
こ
と
、
凶
日
本
の
家
電
リ
サ
イ

（阪大法学） 53 (1 97) 97〔2003.5〕



説

ク
ル
法
が
先
行
し
た
こ
と
に
よ
り
あ
る
程
度
の
対
案
が
存
在
し
た
、

と
い
う
要
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

E
U
の
環
境
基
準
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
る
可
能
性
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

R
o
H
S
の
禁

ラム
両岡

止
物
品
や
例
外
リ
ス
ト
の
規
定
一
つ
で

今
後
の
経
済
活
動
に
と
っ
て
は

一
工
場
や

一
企
業
の
命
運
が
直
接
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に

ま
す
ま
す
こ
う
し
た
基
準
の
設
定
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
設
定
に
際
し
て
は
、
例
え
ば
、

日
米
欧
の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
作
業

が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
リ
サ
イ
ク
ル
や
環
境
政
策
に
つ
い
て
は
、

日
本
の
施
策
は
極
め
て
高
水
準
を
達
成
し
て
い
る
部
分
も
多
い
。

こ
れ
に
加
え
て
一
層
「
理
念
」
を
打
ち
出
し
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
設
定
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ

る
最
後
に
筆
を
欄
く
に
当
た
り
、

一
点
の
留
保
を
付
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

E
U
に
お
け
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
実
態
と
指

令
の
制
定
過
程
に
焦
点
を
絞
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

ロ
ビ
イ
ン
グ
の
持
つ
民
主
的
正
統
性
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
扱
っ
て

い
な
い
。
民
主
的
正
統
性
の
観
点
か
ら
「
細
部
に
宿
る
悪
魔
」
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
の
か
、
欧
州
ガ
パ
ナ
ン
ス
の
経
験
は
域

（山）

外
諸
国
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

：
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
様
々
な
方
の
助
力
を
仰
い
で
い
る
が
、
佐
々
木
滋
（
J
A
M
A
）
、
藤
井
敏
彦
（
J
B
C
E
）
、
佐
藤
文
一

（
経
済
産
業
省
）
、
野
津
真
生
（
国
土
交
通
省
）
、
の
各
氏
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
欧
州
連
合
H
本
政
府
代
表
部
勤
務
時
よ
り
、
単
に
有
益
な
情

報
に
と
ど
ま
ら
ず
多
く
の
示
唆
や
啓
発
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
特
に
名
を
挙
げ
謝
意
を
表
じ
た
い
。
も
っ
と
も
、
他
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
に
よ
る
情
報
等
も
含
め
、
本
稿
の
記
述
の
責
任
は
全
て
筆
者
個
人
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

1 

但
し
、
こ
の
ア
ビ
・
ヴ
ァ
l
ル
ブ
ル
ク
の
美
術
史
研
究
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
有
名
な
「
神
は
細
部
に
宿
る
」
と
い
う
一
百
葉
が
、
彼
自
身

（阪大法学） 53 (1 98) 98〔2003.5〕
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EUにおけるロビインク”

で
の
民
際
団
体
や
同
際
圧
力
団
体
の
活
動
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
に
充
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
国
の
産
業
界
、
労
働
組
合
、
政
党
と
い
っ

た
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
「
忠
誠
心
や
期
待
、
そ
し
て
政
治
活
動
を
既
存
の
国
民
国
家
の
管
轄
権
を
超
え
て
新
た
な
中
枢
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ

と
を
説
得
さ
れ
る
過
程
」
を
論
証
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
o
z
g少
何
百
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ト
ト
$
＇
~
杓
与
ヰ
い
二
時
。

（甲）
{JI話

帳
±
〉
令
ヤ
そ
＼
土
空
軍

J凶
G
~
~
U
＼
＇
ニ
い

ti'
-:t:
三
越
1
（
］
~
~
~
）
「
∞
語
性
会
中
、
「
ぞ
＼
弐

CliBI重
量
封
若
手
」
『
組
役
併
迄

$-r;.J

1(1
（~や

g;J)t>
(I 
~
兵

.S.\lト
I
Oo:::
）’
111 
I
 i+;一
同
.
Im(’
。
体
や
は
ヤ
ト
(?Jo

（辛）
Official Journal C

 138, 
17.05.1993. 

（手）
11］

将
ー
な
詳
如
何
D
t
i
~
U
'
I
P
E
E
 
(France), 

Technical 
advice for 

the ρ
riority 
waste 
stream
ρ
roject: 
automotive 

materials, 
C
C
E
/
9
1
/
D
G
l
l
 etd 0081, 

V
a
n
 S
h
a
a
r
d
e
n
b
u
r
g
 a
n
d
 
Partners 

(Belgium), 
Evaluation 

o
n
 
car 
wrecks, 

CCE/91/DGll-etd-0082, 
C. 
R
I
A
D
H
 
(France) 

Develoρρ
e
m
e
n
t
 
d
’u
n
e
 
methode 

d'appareillage 
robotise 
p
o
u
r
 

faciliter 
le 
decoupage automatique des carrosseries 

(
C
R
A
F
T
ρ
rogramme), C

C
E
/
9
4
/
D
G
1
2
 cnt 0094. 

（ヨ）
1
]
0
0
0
叶
11
Jm:: 
I
 E;Jm
＇
醤
王
制
。
ロ
持
者
生
記
者
持
活
ゃ
に
」
ミ

~.{J~li~c:Cl怪
..i...:pr;:~再

々
＊！；さ

『
〈
宮
〈
ト
p

H
子
~
：
ミ
静
穏
在

曜
（
引
世
）

C~111m。



（
幻
）
開
口
円
。
℃
巾
出
口
（
U

。
5
5日出回目。
P
、
さ
』
き
お
～

hM可
む
（
リ
ミ
お
門
N

～
b
N．
一
司
町
内
廷
で
町
。
ぉ
同
誌
札
。
＼
何
本
で
与
N

．
町
宮
・
（
り
。
還
さ
ミ
ミ
町
民
及
。
ミ

b
q

h
h
p

切
な
ミ
h
h
gミ
な

h
h
M吋
h
s
h
s～
N
A
A
H
P

ミ
ヌ
切
さ
脅
さ
む
お
お
－

n。
冨
（
由
叶
）
ω
呂田

3
h南町
N
Q
～
な
尽
き
ミ
（
リ
旬
、
。
U
J
N
N
－N
U
M
W
刈－
U
℃・

ω
ー
∞
・
こ
の
提
案
の
名
称
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
に
よ
る
根
拠
条
文
の
共
同
決
定
子
統
へ
の
移
行
に
伴
い
、
－
4
0℃C
由
同
］
円
。
叶
出
口
町
内
門

江
〈
巾
え
同
町
内

FHgH）巾山口
HJP吋－
5
5巾
ロ
門
出
口
（
目
。
同
任
命
。
。
ロ
ロ
門
口
1
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
必
）
こ
の
一
雇
用
創
出
効
果
の
試
算
は
、
独
蘭
の
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
団
体
（
A
D
A
お
よ
び
A
R
N）
の
試
算
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
高
失

業
率
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
E
U
で
は
、
指
令
案
へ
の
政
治
的
支
持
を
得
る
た
め
に
は
「
雇
用
創
出
」
効
果
を
前
面
に
押
し
出

す
の
が
効
果
的
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
、
同
日
欧
州
委
員
会
よ
り
出
さ
れ
た
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
で
も
こ
の
点
は
特
に
強

調
さ
れ
て
い
る
。
開
旬
。
℃

gロ
h
o
g
s－由回目。
p
～U
M
d
M
M

同町
N
S
M
町
ゆ
申
・
』
己
可
昌
司
・

（却）

E
L
V指
令
二
条
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
再
使
用
（
叶
巾

15巾
）
」
は
、
同
じ
部
品
を
同
一
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
、
「
再
生
々

R
可，

n
－E
m）
」
は
廃
棄
さ
れ
た
素
材
を
当
初
目
的
あ
る
い
は
他
の
目
的
の
た
め
に
再
加
工
す
る
こ
と
、
「
再
資
源
化
（
『

R
2
2
1」
は
廃
棄
物

指
令
（
吋
日
＼

tN＼
回
以
い

E
5
2－Z
E
2
白

B
巾
ロ
己
丘
ず
可
わ
。

5
5日出回目。ロロ
R
E
Cロ
ま
＼
ω
日C
＼
貝
い
）
の
付
則
H
B
の
規
定
に
よ
り
燃
料

ま
た
は
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
生
子
段
と
し
て
の
使
用
を
合
む
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
資
源
化
l
再
生
十
熱
回
収
と
規
定
す
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

な
お
、
特
に
上
記
の
三
用
語
を
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
用
語
法
に
従
っ
て
こ
れ
ら
を
包
含
す

る
概
念
と
し
て
「
リ
サ
イ
ク
ル
」
を
本
文
中
で
は
用
い
て
い
る
。

（印）

E
L
Vと
同
時
に
、
気
候
変
動
問
題
に
関
連
し
た
交
渉
が
欧
州
委
員
会
と
白
動
車
業
界
の
聞
に
行
わ
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
一
九
九

九
年
に
乗
用
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
C
0
2
の
削
減
に
つ
い
て
、

A
C
E
A、
J
A
M
A、
K
A
M
Aと
白
、
玉
的
合
意
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

自
動
車
業
界
は
、
当
初
E
L
Vに
つ
い
て
も
C
0
2と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
考
え
、
白
主
的
合
意
に
落
ち
着
く
と
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
日
）
各
常
任
委
員
会
で
の
ラ
ボ
ル
ト
ゥ

l
ル
は
、
勢
力
比
に
基
づ
き
重
要
案
件
が
分
配
さ
れ
る
よ
う
、
常
任
委
員
会
毎
に
各
政
党
グ
ル
ー
プ

が
任
命
し
て
い
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
（
理
事
）
の
合
意
を
得
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。

（
臼
）
主
主
再

Z
F
E号
吋
王
立
。
品
百
二
国
的
開
口
七
三
岳
べ
J

’
幻
ミ
雪
ミ
ミ

N
r
町
内
き
や
凶
由
。
己
申
申
少
£
円
可

E
q
r
m昨
即
日
門
町
宮
内
べ
J

川
町
ミ
え

hN5円
守
防
止
さ
や
Nω
・2
5
3

（日）

h
h叫
室
内
問
問
ミ
、
尋
問
－
H

・』三日
1
5
3・
『
朝
日
新
聞
』

EUにおけるロビイング

一
九
九
九
年
六
月
二
七
日
付
。
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五見

（
日
）
こ
の
ド
イ
ツ
緑
の
党
の
変
容
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
も
参
照
。
井
関
正
久
（
二

O
O
一
）
「
ド
イ
ツ
緑
の
党
の
苦
悩
1

「
反
政
党
的

政
党
」
か
ら
連
立
与
党
へ
の
変
遷
と
そ
の
諸
問
題
」
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
一
巻
、
四
九
六
三
頁
。
西
田
慎
（
二

O
O
二
）
「
変
容
す

る
緑
の
党
左
翼
と
リ
パ
タ
リ
ア
ン
の
狭
間
で
」
『
ド
イ
ツ
研
究
』

三
五
巻
、
九
六

l
一一

一頁。

（
日
）
弘
司
ミ
ミ
同
Nh号、
mwMω
・』ロ
q
H
S
ρ
ι
・〉己
mcm門店坦坦・

（国）

O
K述
内
芝
、
言
さ
え
内
匂
N
U
J
h・
旬
。
ミ
ミ
込
町
可

NUhub－
h
s
b
s
s～
3．一S
F
N
ω
－
E
q
H
S申・

（
町
）
尚
昆
司
、
。
h
v
h
a
芯
均
念
。
可
H

U

N

。・』三回、

zs－
な
お
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
ド
イ
ツ
・
ツ
ー
リ
ン
グ
連
盟
（
V
C
D）
は
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の

意
向
に
従
う
姿
勢
の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
首
相
を
激
し
く
批
判
し
て
い
た
。

（
回
）
同
つ
怠
む
さ
リ
＆
～

3
．一s
a
w
N吋・
0
円件。
σ巾
円
呂
志

（
回
）
吋
N
S
Q
S
Q
Q～
討
さ
予
∞
・

ω
8
z
s
σ
R
E
S－

（
ω）
公
開
口

ω
n
E
H）
（
い
白
円
冨
山
口
出
関
巾
H
H

】巾
E
A
E
z
z
q
J
Fペ（
V
C
ω
w
g－
z
。〈巾ヨ
σ
q
H坦
宰
唱
何
コ
三
円
。
ロ
E
g
g

－z
g弔問

ω
巾
吋
〈
一
円
巾
・
引
用

は
、
成
田
晃

一
（二
O
O
一
）
「
自
動
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
」
植
田
和
弘
・
喜
多
川
進
監
修

『循
環
型
社
会
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
｜
日
本
の
現
状
と

課
題
』
東
京
一
有
斐
閣
、
八
一
｜
一

一
八
頁
、
に
拠
っ
て
い
る
。

一
台
あ
た
り
の
処
理
コ
ス
ト
の
想
定
（
最
も
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
の
か
か
る
一
九
八

0
年
代
前
半
に
牛
産
さ
れ
た
事
は
既
に
大
半
が
ス
ク
ラ

ッ
プ
処
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
に
生
産
さ
れ
た
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
は
も
っ
と
安
い
）
や
逆
有
償
（
市
場
に
委
ね
て
い
た
の
で
は
有

価
で
循
環
し
な
い
状
況
）
に
な
る
廃
車
台
数
の
想
定
を
過
大
に
見
積
も
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
臼
）
開
ロ
g
官一白ロ

F
E
5
5
0
E・～〈
hNセ的均月、。司
4
・
HN
』白ロロ
mqMNNcoo－

（
臼
）
同
誌
可
尋
問
お
お
勾
も
ミ
デ
ロ
・
』
出
口
己
白
弓

Noo－－

（
日
）
同
ミ
、
。
も
hQ3
て
O
凡円
F
品
』
山
口
己
目
ミ

Ncoo－

（臼）同門誌司、。
h
V
2
3
勾
も
C
R
F
N白
・
】
出
口
己
白
弓

NCOO－

（
臼
）
吋
S
むさリ
N．b
～
Hv～遺骨的咽
N・
司巾
σ門戸】白
H

・可

NCCC・

（
伺
）
こ
の
点
は
E
L
V指
令
に
つ
い
て
の
翌
日
の
報
道
が
「
回
収
義
務
に
つ
き
暖
昧
な
文
言
」
と
し
た
点
か
ら
も
推
測
で
き
る

o
b
s
s
f

丸紅「同】凡さ
2
・
品
司
巾
σ円己凶吋可

NCCO

（
前
）
わ
。
P
同（
Moo－）］
5A山町一口出
7
H
A山・
0ω
－
NCCφ
・

一An冊
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（mm
）
（
U

。
戸
口
門
戸
。
ご
宮
何
日
。
宮
出
口
口
口
目
。
p
h
uミ
白
河
町
～
h
b
M
F
N
ω

・
冨
喜
一
日
。
。
。
・

（
ω）
h
h叫
室
内
町
阿
川
ミ
、
尋
問
・
民
呂
田
M
1
N
C
O
C
a

（
叩
）
閣
僚
理
事
会
は
各
担
当
相
の
理
事
会
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
各
々
の
閣
僚
理
事
会
は
総
体
と
し
て
「
理
事
会
」
を
為
す
と
い
う
原
則
に

基
づ
き
、
形
式
的
な
示
認
に
つ
い
て
は
所
掌
と
関
係
の
な
い
閣
僚
理
事
会
の
場
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
本
件
は
環
境
相
理
事
会

で
審
議
さ
れ
て
き
た
が
、
最
後
の
木
認
に
つ
い
て
の
み
は
予
算
担
当
相
理
事
会
で
行
わ
れ
た
。

（
刀
）
。
も
．

S
こ
。
尽
き
ミ

h
N
S
h
w
N
・
。
さ
き
い

5
S－

（
ロ
）
〉
わ
開

p
n一。ミ唱え。～山
Fq円
N
h
h
h
～
gc司
、
史
認
ー
め
い
お
尽
き

wωzzm一富山山、
N
C
O
N
－
こ
の
A
C
E
A
に
よ
る
E
L
V
に
関
す
る
報
告
書
は
、

現
在
（
二
O
O三
年
一
二
月
時
点
）
ま
で
に
、
二

O
O
二
年
九
月
と
一
一
一
月
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。

Z
G一＼＼当者巧－
R
E－Z
＼同門巾白＼℃己豆町’

g
z
c
S
E
E－
参
照
。

（
口
）
松
村
弓
彦
（
一
九
九
八
）
「
廃
車
処
理
令
及
び
ド
イ
ツ
と
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
廃
車
引
取
・
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
」
国
際
比
較
環
境
法
セ

ン
タ
l
編

『主
要
国
に
お
け
る
最
新
廃
棄
物
法
制
』
別
冊
N
B
L
四
八
号
。

（
日
）
∞
ロ
ロ
号
向
山
F
Uミ
町
役
員
円
p
h

（同町叫同）ミ込
h

・）

ω色＼。
N
唱

H
C
C印

N
C
C
M

（
布
）
∞
ロ
ロ
巳
2
5宮
山
田
芯
ユ
ロ
ヨ
宗
門

d
B当巾－
F
3
S同町時唱え
q
s
E
s
h
h
w
N－
Z
円－
S
E
O
N
－N
C
・g
－N
O
O
N
－

（
河
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
E
U
の
「
科
学
」
に
関
す
る
諮
問
体
制
1
B
S
E
と
E
C
H
E
L
O
N
の
ケ
l
ス
を
中
心
に
1
」
「
阪

大
法
学
』
第
五
二
巻
三
・
四
号
（
二

O
O
二
年
一
一
月
）
八
三
三
一
八
六
回
頁
、
も
参
照
願
い
た
い
。

（
打
）
『
東
京
読
売
新
聞
』
一
九
九
九
年
九
月
一
九
日
付
。

（
市
）
こ
の
日
本
の
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
関
し
て
は
幾
つ
か
の
間
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
川
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
費
用
負
担

（
生
産
者
が
リ
サ
イ
ク
ル
適
合
的
な
製
品
を
作
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
き
に
く
い
）
、
削
指
定
管
理
法
人
の
下
に
プ
ー
ル
さ
れ
る
リ
サ
イ
ク

ル
費
用
が
（
車
の
平
均
利
周
年
数
で
あ
る
）
十
年
間
で
約
一
兆
円
程
度
、
滞
留
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
本
格
的
に
議
論
さ
れ
な
い

ま
ま
決
ま
っ
た
こ
と
に
は
批
判
が
強
い
。
大
塚
直
（
二

O
O
二
）
『
環
境
法
』
東
京
一
有
斐
閣
、
問
。
七
｜
一
四
頁
。
『
朝
日
新
聞
』
二

O

O
二
年
六
月
一

O
日
付
。

（
円
）
家
電
産
業
の
発
展
に
関
し
て
は
、

第
H
巻
、
東
京
一
束
世
什
経
済
新
報
社
、

EUにおけるロビイング

一
寸
木
俊
昭
（
一
九
九
O
）
「
電
機
」
米
川
伸
一
・
下
川
浩
一

も
参
照
。

山
崎
広
明
編
『
戦
後
日
本
経
営
史
』
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(&l) 
C
a
w
s
o
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,
 A
l
a
n
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），“
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a
s
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m
e
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思
議
官
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0
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1
叶
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史
上
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首
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告
手
間
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信
宜
上
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t調
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~
哨
ど
~
~
王
様
c
:
r
史
ぷ
吠
認
申
~
ト
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二
＇
＞
＇
］
選
任
会
へ
－
＂
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草
壁
鑑
お

5夏
鍾
古
~
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今
年
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ヤ
ニ
’

2ぼ
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雑
（
量
密
桝
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出
霞
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G
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融
当
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的
経
（
普
賢
決
て
穴
入
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)
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絵
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い
ニ
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0
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E
u
r
o
p
e
a
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 C
o
m
m
i
s
s
i
o
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u
r
o
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e
a
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a
n
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o
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a
n
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(
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E
u
r
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a
n
d
 

electronic 
equipment 
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)
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 C
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o
p
e
a
n
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(
R
o
H
S
)
,
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E
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ミ
ト
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桝
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遣
さ
苦
手
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E
u
r
o
p
e
a
n
 C
o
m
m
i
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s
i
o
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 C
O
M
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C
O
M
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（~） 
Q
グ
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u
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p
e
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n
 C
o
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m
i
s
s
i
o
n
,
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E
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E
E
E
)
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E
C
 (2001) 2023 final 
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R
o
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S
)
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C
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C
E
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E
A
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e
c
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b
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p
e
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n
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)
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m
b
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（町）

HWロ
円
。
耳
目
白

H
V
R
Z白
5
2
F
E
叶
〉
（
NCCN）
2
2
（
者
何
何
何
）
日
日
吋
〉
（
N
S
N）
CH
品
目
白
c出
ω）

（Mm
）
開
ロ
さ
℃
巾
田
口
同
）
何
回
吋
－
U
B
B
F
同
月
、
。
ミ

s
s
n
な
刊
誌
同
町
hHHh也
、
さ
せ
町
、
守

HE町
内
室
内
九
E
H凡
S
む
き
さ
込
町
内

i

s
司
問
問
開
＼

HNCZω
・
〉
印
。
日
ω∞＼
NSNW
印
・
ロ
巾
門
巾
ヨ
σ
q
N
φ
5・

（
町
）
心
泳
三
。
～
h
。
ミ
ミ
ミ
ト

ωUJL～ω・
～
サ
与
三
Q
q
h
N－。。
h
p

日）℃－

Eー
ω∞・

（mm
）
も
っ
と
も
、
実
際
に
報
告
書
を
起
草
し
て
い
た
の
は
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
の
二
人
の
秘
書
で
あ
り
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
ケ
l
ス
で
は
、

R
o
H
S
と
W
E
E
Eを
各
々
手
分
け
し
て
担
当
し
て
い
た
と
い
う
。
二

O
O
一
年
五
月
時
点
の
エ
ッ
ガ
l
ト
秘
書
（
〉
凶
己
何
m
m
q門
）
か

ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。

（
伺
）
フ
ロ
レ
ン
ツ
議
員
本
人
は
（
A
E
A
に
よ
る
招
鴨
も
含
め
）
訪
米
の
際
に
は
家
電
メ
ー
カ
ー
の
関
係
者
と
何
度
か
面
談
し
た
、
と
い
う
。

ま
た
、
エ
ッ
ガ
l
卜
秘
書
は
二

O
O
一
年
五
月
に
外
務
省
の
招
特
に
よ
り
訪
日
し
、
日
本
の
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
施
行
状
況
に
つ
い
て
の
視

察
お
よ
び
メ
ー
カ
ー
や
リ
サ
イ
ク
ル
業
界
関
係
者
と
の
意
見
交
換
の
機
会
を
持
っ
て
い
る
。

（
瑚
）
二

O
O
一
年
一

O
月
、
オ
ラ
ン
ダ
が
ソ
ニ
！
の
プ
レ
イ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

1
の
周
辺
機
器
に
同
国
の
化
学
物
質
規
制
で
許
容
さ
れ
る
レ
べ

ル
を
超
え
た
カ
ド
ミ
ウ
ム
が
あ
る
と
判
定
し
、
ソ
ニ
ー
は
同
年
一
一
一
月
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
向
け
の
ゲ
｜
ム
機
の
出
荷
を
一
時
停
止
し
た
。

こ
の
事
件
を
重
視
し
た
ソ
ニ

l
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
l
を
合
め
て
生
産
チ
ェ
ー
ン
を
徹
底
的
に
検
証
し
た
と
い
う
が
、
現
在
の
電
子
・
電
気
機
器

の
生
産
チ
ェ
ー
ン
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
検
証
の
作
業
に
は
相
当
の
時
間
と
コ
ス
ト
を
要
し
た
よ
う
で
あ
る
。

肉
み
に
、
こ
の
出
荷
停
止
に
よ
り
ソ
ニ
ー
は
売
上
高
で
約
一
二
一

O
億
円
、
営
業
利
益
で
約
六

O
億
円
の
マ
イ
ナ
ス
を
被
っ
た
も
の
と
試
算

し
て
い
る
。
ソ
ニ

l
株
式
会
社
ホ
l
ム
ペ

i
ジ
上
（

E
Gに
＼
若
者
宅
・
印
。
ロ
可
・

2
・Z
＼
ωcロ
ユ
口
問
。
＼
開
口
三

gロ
BgH）
の
情
報
に
よ
る
。

（
肌
）
町
営
む
さ
リ
3
～
出
さ
n
p
N
C
ロ
2
0ヨ
σ巾円
NCCN

（
即
）
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
に
お
け
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
に
関
す
る
ハ
ウ
ツ
ー
も
の
の
本
の
実
践
指
南
は
お
お
よ
そ

以
下
の
十
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。

一
．
明
確
な
戦
略
を
立
て
よ
。

二
．
関
係
機
関
と
恒
久
的
な
関
係
を
樹
立
せ
よ
。
正
確
か
つ
調
資
の
行
き
届
い
た
、
役
に
立
つ
情
報
を
提
供
す
る
者
と
し
て
の
実
績
を

確
立
せ
よ
。
問
題
が
生
じ
て
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
遅
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

三
．
誰
が
実
際
に
起
草
す
る
の
か
を
確
定
し
早
期
に
ア
プ
ロ
ー
チ
せ
よ
。
欧
州
委
員
会
の
草
案
の
段
階
で
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
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説

き
な
け
れ
ば
、
敗
者
に
阿
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

四
会
合
に
は
準
備
万
端
で
臨
め
。
当
該
事
項
に
関
す
る
専
門
知
識
が
限
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
代
理
人
を
使
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ

れ
。
会
合
後
に
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
残
せ
。

五
．
簡
潔
さ
と
明
確
さ
を
も
っ
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
せ
よ
。

六
．
議
論
の
全
て
の
側
面
を
意
識
せ
よ
。
激
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
行
き
過
ぎ
た
ロ
ビ
イ
ン
グ
を
す
る
こ
と
な
か
れ
。
ロ
ビ
イ
ン
グ
に

よ
る
影
響
の
限
界
を
意
識
せ
よ
。

七
生
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
全
て
維
持
せ
よ
。

八
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
、
決
定
作
成
過
程
の
入
力
。ホ
イ
ン
ト
を
熟
知
せ
よ
。

九
・
油
断
な
く
構
え
よ
。

一
0
．
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
と
ワ
シ
ン
ト
ン
の
（
政
治
）
文
化
の
違
い
を
意
識
せ
よ
。

も
っ
と
も
、

三
と一

O
を
除
け
ば
、
こ
の
十
点
の
ほ
と
ん
ど
は
意
思
決
定
過
程
に
外
部
か
ら
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
場
合
に
普
遍
的
に

妥
当
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
る
。
。
円
巾
巾
口
当
C
C
門】（
H
3
3
・七・∞・

（
邸
）
欧
州
委
員
会
の
各
総
同
と
利
害
関
係
者
の
聞
に
は
、
そ
の
政
策
分
野
の
機
能
・
特
性
に
応
じ
て
、
濃
淡
の
異
な
る
制
度
的
関
係

（J
E円
弓
＼
J
Eコ
二
コ
丘
一
円
三
5
ロ
叩
）
が
築
か
れ
て
い
る
。
富
山
N
巾
可
＼
百
円
町
田
丘
mcロ（
M
O
O
－）－

g
u－
－
ゼ
・
告
白

（
胤
）
ジ
ョ

l
ダ
ン
・
ツ
ェ
ベ
リ
ス
（
二

O
O二
）
「
拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
制
度
分
析
」
『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第三一
O
号。

（
山
川
）
∞
白

wqw］
5
w巾（
HSN）
wEぐ。一ロロ
Z
ミ
の
円
。
ロ
古
田
円
。
σ
σ
M
N
E
m
S
F巾
E
U｜
〉
（
い
白
印
巾

ω
Z門
ぞ
百
〉
巳
ヨ
白
一
円
巾
丸
一
口
問
。
問
。
。
由
。

自
己
｛
n
m
J
E
・同町ミ、。、町民お与円
h
m
h
F
〈
。
－
品
温
〉
己
m
E
2・℃円）∞ゐ

（
附
）
一
九
九
二
年
の
ガ
ル
報
告
書
（
の
色
広
岡
山

3
0
5
が
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
規
制
に
乗
り
出
し
、
一
九
九
六
年
の
フ
ォ
ー
ド
報
告
書
（
司

o
E

河
内
山
七
。
吋
汁
）
で
現
行
の
体
制
が
で
き
て
い
る
。
の
吋
巾
巾
口
当
。
。
己
（
巴
可
）
・
七
℃
－
g
e
H
O
C
－

（
即
）
こ
の
他
の

E
U機
関
の
う
ち
欧
州
司
法
裁
判
所
（
E
C
J）
に
つ
い
て
、
「
ロ
ビ
イ
ン
グ
」
の
対
象
と
し
て
重
要
と
す
る
論
者
も
い
る

が
、
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
の
一
環
と
し
て

E
C
J
へ
の
訴
訟
を
持
ち
出
す
こ
と
は

一
般
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
訴
訟
（
の
一
部
）
を
「
ロ
ビ
イ

ン
グ
」
に
合
む
用
語
法
の
妥
当
性
は
疑
問
で
あ
る
。

Q
－
冨
白
月
三
百
円

F
R母
。
ロ

2
3
s－
℃
回
目
宮
山

Nawω
。
口
一
回
（
同
事
∞
）
＼
斗

Z
開

R
－

o
u
gロ
d
E
S
自
己
君
。
ョ
巾
ロ
ィ

E
m
y
g
司
5
5
P巾
FH円
。
宮
田
口
町
山
門

5
ロ
O同
Z
S
O
B－〉
m
g
E
2
0
5巾
Z
丘一
cロ山口
N
白色。コ

O同

され、
両岡

（阪大法学） 53 (1 llO) llO〔2003.5〕



同
開
口
吋
C
℃
巾
出
ロ
〉
宮
口
仏
国
守
山
口
一

H
S可
お
お
～
ミ
同
町
NhM、
む
も
ミ
誌
、
ミ
ミ
N．町、。～
N．
ミ
唱
ぐ
C
］・日－

zo－－℃円）－
E
H
E
N
－

（
胤
）
資
金
提
供
以
外
に
も
「
訴
訟
に
持
ち
込
む
」
と
い
う
脅
し
が
米
国
流
だ
と
い
う
。
も
っ
と
も
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
に
関
し

て
も
、
最
近
で
は
専
門
性
の
提
供
に
よ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
者
ユ
m
E
2
3
5

（

m
M
）
の
－
出
口
町
田
E
－
呂
田
同
門
町
芯

E
G
g－）噌
ih送
、
守
さ
さ
S
N
h
N刊誌司、。」
U
S芯
同
芯

Nh凡
さ
ミ
司
悼
室
内
、
。
口
町
、
・

h
y
o－
gロ｝
g
g一
］
出
巧
同
丘
何
紅
白
・

（
国
）
も
っ
と
も
、
日
本
の
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
と
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
、
通
産
相
（
経
産
相
）
の
諮
問
機
関
で
あ
る
産
業
構
造
審
議
会

で
の
議
論
に
よ
り
大
枠
が
定
ま
り
、
ユ
ー
ザ
ー
負
担
等
の
重
要
な
論
点
が
ほ
と
ん
ど
同
会
で
の
実
質
的
論
議
無
し
に
成
立
し
た
の
も
、
（
法

の
実
効
性
と
い
う
観
点
は
と
も
か
く
も
）
あ
ま
り
に
理
念
に
関
す
る
議
論
を
素
通
り
し
て
い
る
観
は
否
め
な
い
。

（
凹
）
ロ
ニ
7
m
関
口
。
者
］
円
。
ロ
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
に
関
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
に
よ
る
。

（
山
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
註
（
初
）
に
挙
げ
た
文
献
の
他
、
以
下
の
論
考
も
参
照
の
こ
と
。
遠
藤
乾
（
二

O
O二
）
「
。
ホ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
お
け
る
正
統
化
の
諸
問
題
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
事
例
と
し
て
」
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
二

O
世
紀
に
お
け
る
三
つ

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
一
自
由
民
主
主
義
・
社
会
民
主
主
義
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
』
東
京
一
岩
波
書
店
。

［
付
記
］
本
稿
の
関
連
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
二

O
O
一
年
度
松
下
回
際
財
団
研
究
助
成
（
研
究
題
臼
一
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
多
角
的
検
討
」
）

に
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
っ
て
い
る
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
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